
令和2年3月

高松市

第2期
たかまつ創生総合戦略

みんながつながる

コンパクトでスマートなまちへの進化

令和２年度～令和６年度

第2期たかまつ創生総合戦略

～みんながつながるコンパクトでスマートなまちへの進化～

第

２
期
た
か
ま
つ
創
生
総
合
戦
略　

〜
み
ん
な
が
つ
な
が
る
コ
ン
パ
ク
ト
で
ス
マ
ー
ト
な
ま
ち
へ
の
進
化
〜　
　

令
和
２
年
度
〜
令
和
６
年
度



本市では、平成27年10月に、「たかまつ人口ビジョン」及び

「たかまつ創生総合戦略」を策定し、人口減少の克服と地域活

力の向上に向け、総合的かつ戦略的に取り組んできました。

本市においては、平成17年度の近隣６町との合併以降、これ

まで人口の微増傾向が続いておりましたが、平成28年からは

減少に転じており、人口減少、少子・超高齢社会が本格化する

局面を迎えています。

さらには、依然として全国的に東京圏への一極集中に歯止め

がかからない現状や、出生数の大幅な減少など、大きな変化の時を迎えています。

このような時代の転換期においては、過去の延長線上に未来をとらえるのではなく、過

去にとらわれず、変化を恐れず、むしろ、自ら積極的に変化を求めて、未来を創っていくこ

とが必要です。

そこで、本市では「たかまつ人口ビジョン」を改訂し、令和42（2060）年に38万人程度の

目標人口を掲げるとともに、その達成に向けて、これまで以上に危機感をもって、人口減

少の抑制に取り組み、人口減少に対応できる社会を構築するため、「第２期たかまつ創生

総合戦略～みんながつながるコンパクトでスマートなまちへの進化～」を策定いたしまし

た。

本戦略では、「地域共生社会の構築」、「コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり」、

「スマートシティの推進」を重点的に取り組むテーマとし、市民の皆様が、明るい未来を見

通すことができる、「みんながつながるコンパクトでスマートなまちへの進化」を目指して

います。

本戦略を策定する令和２年は、本市が明治23年２月15日に全国で40番目の市として市

制を施行してから、130周年となる節目の年となります。

これまで本市の発展の礎を築いてこられた先人から引き継いだ本市を、「活力にあふれ

　創造性豊かな　瀬戸の都・高松」として飛躍・発展させ、更にその先の未来に引き継い

でいくことは、現在を生きる私たちの使命であると感じています。

そのためには、市民の皆様はもとより、大学、企業等の多様な主体との連携・協力が何

より重要であり、今後とも、本市の地方創生の取組に、御理解と御協力を賜りますよう、お

願い申しあげます。

最後に、本戦略の策定に当たり、熱心に御議論をいただきました、たかまつ創生総合戦

略推進懇談会委員の皆様を始め、パブリックコメントや意見交換会、ワークショップ等を

通じて貴重な御意見を頂きました市民の皆様に心から感謝申しあげます。

令和２年３月

は じ め に

高松市長　大西 秀人　　　　
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(1)　総合戦略の位置付け

Plan
（KPI設定）

Do
（施策実行）

Check
（KPIによる評価）

Action
（改善の

実施）
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　まち・ひと・しごと創生法第10条に基づき、人口減少の克服と地域活力の向上に向

け、本市の実情に応じた今後５か年の目標や施策の基本的方向、具体的な施策を示すも

のです。

(4)　PDCAサイクルの確立

(3)　総合戦略の全体構成
①　基本目標

　　政策分野ごとに設けた目標及び数値目標を示します。

②　施策の基本的方向

　　基本目標の達成に向けて取り組むべき施策が、本市の最上位計画である「第６次高

　松市総合計画」のどのような施策分野に関連しているかを示します。

③　具体的な施策

　　主な取組内容とそれを評価するための重要業績評価指標（KPI：Key Performance 

　Indicator）を示します。

④　総合戦略推進事業

　　基本目標の達成に向けて実施する事業又は今後実施を検討する取組については、

　毎年度の登載事業の見直しを行うため「総合戦略推進事業」を別途定めます。

(2)　総合戦略の期間
　令和２年度から令和６年度までの５年間とします。

人口減少抑制
の必要性

人口減少社会への
対応の必要性

基本目標

施策の基本的方向

具体的な施策
重要業績評価指標

人口ビジョン 総合戦略

●全体構成イメージ

2

　Plan-Doとして効果的な総合戦略の策定・実施、Check

として総合戦略の成果の客観的な検証、Actionとして検

証結果を踏まえた施策の見直しや総合戦略の改訂とい

う一連のプロセスを実行します。

　本市では、基本目標に対する目標数値及び具体的

な施策に対するKPIを設定しています。毎年、これらに

より、目標達成に向けた計画の進捗状況を把握する

ことで、新たに直面した課題に迅速に対応していきま

す。

(5)　総合計画との関係
　本市では、「第6次高松市総合計画」の中で、市全体の行政分野別の施策方針や目標

を示しています。

　「第２期たかまつ創生総合戦略」は、平成27年10月に策定した「たかまつ創生総合

戦略（以下「第1期たかまつ創生総合戦略」という。）」に引き続き、この総合計画におけ

る分野別施策の方針を踏まえながら、人口減少対策を中心とした、地方創生に資する

具体的な施策や取組を示しています。

(6)　総合戦略の考え方
　「第２期たかまつ創生総合戦略」は、「第１期たかまつ創生総合戦略」の考え方を引

き継ぎ、総合計画から人口減 少対 策に資する施 策を取り出した上で、それらの施 策

を、「人口減少を抑制する戦略」と「人口減少社会に対応する戦略」の２つの戦略の下

に再編成し、施 策 分野の横断的な考え方から、「創造性豊かで人間中心のまちを創

る」や「若者から選ばれるまちを創る」など、５つの目標を設定し、それぞれの取組内

容や目標値を示しています。

　そして、本市の課題を踏まえた上で、本市が備える優位性や都市機能、そして多様

な資源の活用を図り、産業の振興や起業・創業の支援、文化芸術の振興など、創造都

市の視点から本市の魅力を増進させるとともに、「地域共生社会の構築」、「コンパク

ト・プラス・ネットワークのまちづくり」、「スマートシティの推進」などに重点的に取

り組むこととしています。

　また、２つの戦略は、それぞれが独立した戦略ではなく、相互が密接に関連した戦

略であることから、「第２期たかまつ創生総合戦略」においては、「人口減少社会に対

応する戦略」を着実に推進することで、「人口減少を抑制する戦略」の更なる達成につ

ながるという考え方の下、高松ならではの地方創生が実現できるよう、各政策・施策

を戦略的かつ実効性あるものとして実施していきます。

１　第２期たかまつ創生総合戦略の概要
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　我が国においては、雇用や所得の状況が改善するとともに、GDP（Gross Domestic 

Product：国内総生産）が名目・実質ともに過去最大規模となる一方で、社会保障と財政

の持続可能性や頻発する大規模災害等への対応など、多くの課題が山積しています。

　特に、人口減少、少子・超高齢化の急速な進行は、国及び地方の将来に向けた活力の

維持に、大きな影響を及ぼします。

　そのため、国においては、令 和元 年６月21日に「経 済財政 運営と改革の基 本方 針

2019」、いわゆる「骨太の方針」を始め、「成長戦略」、「規制改革実施計画」、「まち・ひ

と・しごと創生基本方針2019」を策定し、「ピンチをチャンスに変える」との考え方の下、

「Society5.0の実現」や、女性・高齢者など、誰もが、いくつになっても活躍できる社会

の構築、地方への人・資金の流れの強化による地方創生の推進などに取り組むこととし

ています。

　また、令和元年12月20日には、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年改訂

版）」及び令和２年度を初年度とする第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決

定されました。

　そこでは新たに２つの横断的な目標を設定しています。ひとつは、多様なひとびとの活

躍による地方創生の推進や、誰もが活躍する地域社会の推進を政策目標とする「多様な

人材の活躍を推進する」で、もうひとつは、地域におけるSociety5.0の推進や、地方創

生SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）の実現などの

持続可能なまちづくりを政策目標とする「新しい時代の流れを力にする」です。

　本市においても、人口減少、少子・超高齢化の進行を、直面する最重要課題ととらえ、

第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」で示された、新たな時代の潮流にも留意しな

がら、地方創生を推進していきます。

「第6次高松市総合計画」と「第2期たかまつ創生総合戦略」の関係

第2期たかまつ創生総合戦略

第6次高松市総合計画

まちづくりの目標

目標 1 健やかにいきいきと暮らせるまち

目標 2 心豊かで未来を築く人を育むまち

目標 3 産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち

目標 4 安全で安心して暮らし続けられるまち

目標 5 環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち

目標 6 市民と行政がともに力を発揮できるまち

人口減少対策に資する施策を体系化

重点的に取り組む

テーマ等

■地域共生社会の構築

■コンパクト・プラス・

　ネットワークのまちづくり

■スマートシティの推進

■関係人口の創出・拡大

■中枢中核都市としての役割

　　　　　　　　 など

人口減少社会に対応する戦略

高齢者が健やかで
心豊かに暮らせる

まちを創る

基本目標 4

持続可能な
まちを創る

基本目標 5

子どもを生み
育てやすい
まちを創る

基本目標 3

若者から
選ばれる

まちを創る

基本目標 2

創造性豊かで
人間中心の
まちを創る

基本目標 1

人口減少を抑制する戦略

移住相談

ひとを呼び込み、地域経済を活性化し、更なる雇用を

創出することで、若者から選ばれるとともに、子ども

を生み育てやすく、創造性にあふれ、市民が真の豊か

さや幸せを実感し、いきいきと暮らせるまちを創る。

(1)　多様な人材の活躍を推進する
　国では、多様化、複雑化する地域の課題の解決に向けて、地方公共団体だけでなく、企

業、NPO、住民など、地域に関わる一人ひとりが地域の担い手として自ら積極的に参画

できるよう、多様な人々が活躍できる環境づくりを積極的に進めることとしています。

　また、平成31年４月の出入国管理及び難民認定法、いわゆる「出入国管理法」の改正

により、新たな在留資格が創設され、外国人材を活用する企業の増加や、それに伴う外

国人労働者の更なる増加が見込まれています。

　第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」においては、外国人材がその能力を最大限

に発揮し、地域における新たな担い手として定着できるよう、外国人材に対する積極的

な受入支援や共生支援を行うことが重要であるとされており、「誰もが活躍できる地域

社会の推進」として、「地域における多文化共生の推進」が位置付けられています。

　本市においても、女性、高齢者、障がい者、外国人など誰もが活躍し、多様性に富む豊

かな地域社会をつくることが重要です。

誰もが健やかに暮らし続けられる、地域コミュニティ

を軸とした持続可能なまちを創る。
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(2)　新しい時代の流れを力にする

　国では、ICT（Information and Communication Technology：情報通信技術）を

最大限に活用し、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）とを融合させた

システムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会として、Soci-

ety 5.0の実現を目指しています。

　Society5.0は、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く新しい社会を意味し

ており、必要なモノ・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会の

ニーズにきめ細かく対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、

地域、言語といった様々な違いを乗り越え、いきいきと快適に暮らすことのできる「超ス

マート社会」です。

　また、Society 5.0の実現に向けた技術（未来技術）は、各々の地域特性に応じて有

効に活用することで、地域が抱える課題を解決するだけでなく、モノやサービスの生産

性や利便性を飛躍的に高め、産業や生活等の質を大きく変化させ、地域の魅力を向上さ

せるものとして期待されており、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」においては、

「地域におけるSociety5.0の推進」が位置付けられています。

①　地域におけるSociety5.0の推進

　SDGsは、2015年９月の国連サミットで採択された2030年を年限とする、先進国を含

む国際社会全体の17の開発目標です。

　全ての関係者（先進国、途上国、民間企業、NGO、有識者等）の役割を重視し、「誰一人

取り残さない」社会の実現を目指して、経済・社会・環境分野をめぐる広範な課題に統合的

に取り組むものとされ、我が国においては、それぞれの分野における８つの優先課題が盛

り込まれた「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」において、SDGsの実施に率先して取

り組んでいく方針が決定されました。

　本指針は、令和元年12月に改定されましたが、引き続き、地方自治体に対して、様々な

計画にSDGsの要素を反映することなどが期待されています。

　第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」においても、持続可能なまちづくりや地域活

性化に向けて取組を推進するに当たって、SDGsの理念に沿って進めることにより、政策

全体の全体最適化、地域課題解決の加速化という相乗効果が期待でき、地方創生の取組

の一層の充実・深化につなげることができるとして、「地方創生SDGsの実現などの持続可

能なまちづくり」が位置付けられ、SDGsを原動力とした地方創生を推進するとされてい

ます。

　本市においても、「ほっとかんまち高松」を合言葉に、「地域共生社会の構築」に重点的

に取り組んでいますが、これはSDGsのキーワードである「誰一人取り残さない」社会を実

現するための重要な取組です。

②　地方創生SDGsの実現などの持続可能なまちづくり

出典：内閣府ウェブサイト
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(1)　第１期たかまつ創生総合戦略における地方創生の成果と課題

　本市では、平成27年10月に、「たかまつ人口ビジョン」及び「第１期たかまつ創生総合戦

略」を策定し、人口減少の克服と地域活力の向上に向け、「創造性豊かで人間中心のまち

を創る」を始めとする５つの基本目標を掲げ、総合的かつ戦略的に取り組んできました。

　さらに、様々な分野の有識者等で構成する「たかまつ創生総合戦略推進懇談会」での意

見等を踏まえながら、「第１期たかまつ創生総合戦略」の効果的な推進を図るとともに、国

の地方創生推進交付金等を活用して、高松盆栽の振興や移住・定住の促進など、高松なら

ではの地方創生の実現に向け、取組を進めてきました。

　今後も、「魅力を感じ、住み続けたいと思うまち」となるよう、情報通信関連産業などの

若者が魅力を感じる働く場の創出や、子育てしやすい環境づくり、多文化共生のまちづく

り、さらには、関係人口の創出・拡大などに取り組む必要があります。

　「たかまつ移住応援隊」を軸とした施策を展開するとともに、東京都内に、「瀬戸・たか

まつ移住＆キャリアサポートセンター」を開設し、瀬戸・高松広域連携中枢都市圏域へ

の移住や就職に関する相談業務を開始するなど、移住・定住の促進に向けた取組の積

極的な展開を図りました。

　しかし、1年間の転入と転出の差は、平成27年からは、おおむね600人前後の増を維

持していましたが、平成30年は198人、令和元年は183人の増にとどまっています。

　その要因としては、県内高校生の大学進学者のうち、８割以上が、大都市圏を中心とした

県外の大学に進学していることや、首都圏の雇用情勢が好調であることなどが考えられます。

　そのため、今後本市へのＵＩＪターンを選択してもらうため、特に大学新卒世代に向け

た取組を更に強化するとともに、早期離職した第二新卒世代をターゲットとした移住・

定住促進策を行っていくことが必要です。

　また、増加が見込まれる外国人住民への支援など、多文化共生を推進する取組や、東

京などの都市部に住みながら、転勤などにより関わりを持った特定の地域とつながる関

係人口の創出・拡大にも取り組んでいく必要があります。

【基本目標３】子どもを生み育てやすいまちを創る

　妊娠期からの切れ目のない子育て支援を実施するとともに、こども未来館わくわく体験事

業など、子どもの夢や想像力を育む魅力あるイベントプログラムを実施しました。

　また、子育て世代包括支援センターの設置や、男性の育児休暇取得を促進するためのイク

メン・イクボス養成セミナーの開催など、子どもを生み育てやすいまちづくりに取り組みまし

た。

　今後も、切れ目のない支援の充実を図るため、引き続き、関係機関との連携を強化すると

ともに、女性就業率の上昇に対応した、多様な保育サービスの提供や、性別にかかわらず、仕

事と家庭を両立させながら、充実した暮らしを送ることができる環境づくりを、更に推進する

必要があります。

　サンポート高松トライアスロン大会や瀬戸内国際芸術祭などの国際的なイベントの

開催のほか、「高松盆栽の郷」構想を中心とした盆栽の振興策の展開や、屋島や塩江地

域などの観光エリアの振興、外国人観光客をターゲットにした５言語対応の観光サイト

「Experience Takamatsu ‒Sense of Wonder-（以下「エクスペリエンス高松」とい

う。）」による魅力発信などに取り組んだ結果、好調なインバウンド需要等の影響も受

け、平成30年度においては目標値を達成しています。

　今後は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会後の、インバウンドの動向な

ども注視しながら、引き続き、本市を訪れたくなるスポット・機会の創出や、本市ならでは

の産業を育成するとともに、それらの情報を効果的に発信することで、人々が交流する取

組を継続していく必要があります。

基本目標 当初値
H27

実績値
H28

実績値
H29

実績値
H30

実績値
R1（H31）

目標値

6,509千人 6,654千人 6,934千人 6,816千人 6,595千人 6,570千人
1

2

創造性豊かで人間中心のまちを創る
【数値目標】
本市の主な観光施設等利用者数

1.62 ー ー ー ー 1.68
3 子どもを生み育てやすいまちを創る

【数値目標】
合計特殊出生率

64.0％ 64.0％ 63.9％ 63.8％ 63.7％ 64.3％
5 持続可能なまちを創る

【数値目標】
用途地域内の人口比率

289人 695人 590人 660人 198人
1,000人

※実績値：183人

若者から選ばれるまちを創る
【数値目標】
1年間の転入と転出の差（社会増）

4
78.9％ 78.9％ 79.1％ 79.3％ 78.8％ 76.4％

高齢者が健やかで心豊かに暮らせるまちを創る
【数値目標】
自立高齢者率

●第１期たかまつ創生総合戦略における基本目標の実績

3　本市における地方創生 【基本目標１】創造性豊かで人間中心のまちを創る



【基本目標４】高齢者が健やかで心豊かに暮らせるまちを創る

　地域包括ケアシステムの構築に取り組むとともに、健康意識の高まり等から、介護や

支援を必要としない高齢者が増えてきたことなどにより、数値目標である自立高齢者率

は、目標値の達成に向けて推移しています。

　また、平成29年12月に、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、国

が進める共生社会ホストタウンにいち早く登録されたことを契機として、ユニバーサル

デザインのまちづくりを推進しました。

　さらに、モデル地域において、「高松型地域共生社会」の構築に取り組むとともに、生涯

健康で生きがいを持って活躍できる、高松版生涯活躍のまちづくりに取り組みました。

　今後は、「地域共生社会」の実現に向け、地域のみんなで助け合う仕組みづくりや、話

しやすく分かりやすい身近な相談支援、どんな福祉の困り事にも対応できる体制をつ

くっていくことが必要です。

【基本目標５】持続可能なまちを創る

3
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　「高松市都市計画マスタープラン」の改定や、「高松市立地適正化計画」の策定に当

たって、本市の目指す「コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり」について、市民の

皆様に広く周知してきました。

　今後は、「高松市立地適正化計画」に基づく、都市構造の集約化に向けた総合的な施

策パッケージの展開により、用途地域内の人口比率の向上を図るとともに、居住誘導区

域外においても、地域の特性をいかし、自然と調和した、将来にわたっても住み続けられ

るまちを目指します。

　そのため、集約拠点等との公共交通等のネットワークを構築することで誘導区域内

はもとより、誘導区域内外間における交流も維持し、市域全体として持続可能なまちづ

くりを進める必要があります。

　また、「スマートシティたかまつ推進プラン」を策定するなど、ICT・データの活用や多

様な主体との連携により、様々な地域課題を解決し、持続的に成長し続ける「スマート

シティたかまつ」の実現に向けた取組を推進しました。

　今後も、ICT・データの活用による行政運営の改革を積極的に推進し、既存の行政

サービスを維持しながらコスト負担の最大限の効率化を図るとともに、効果として生じ

た余剰資源（予算、人員等）を活用して、新たな課題解決のための投資につなげるなど

の好循環を実現する必要があります。

(2)　第２期たかまつ創生総合戦略において重点的に取り組むテーマ

　「第２期たかまつ創生総合戦略」においては、東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会後の我が国の経済状況やインバウンドの動向などに留意するとともに、本市
を取り巻く社会情勢や将来展望等も踏まえ、人口減少、少子・超高齢社会の本格的な進
行を迎える中にあっても、人口減少の克服と地域活力の向上が図られるよう、「地域共
生社会の構築」、「コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり」、「スマートシティの推
進」に関する施策を柱として、高松らしい地方創生の実現に向けて取り組みます。
　また、地方圏においては、人口減少や少子・超高齢化、大都市圏への若者の流出な
ど、共通の課題を抱えており、これらの課題解決には、近隣の自治体同士が、お互いに
協力し合って、地域の魅力を高め、活力を維持することが重要です。
　このようなことから、瀬戸・高松広域連携中枢都市圏の圏域における共通の政策課題
について、本市がけん引役として、積極的に取り組み、圏域が将来にわたり、持続可能な
行政サービスを展開できるよう、連携中枢都市として、さらには、中枢中核都市※として
の役割を担っていくことが重要です。

　　 　　※中枢中核都市：近隣市町村を含めた圏域全体の経済、生活を支え、圏域から東京圏への人口流出を

　　　　　　　　　　　　 抑止する機能を発揮することが期待されている、国が選定した都市

①　地域共生社会の構築

　人口減少、少子・超高齢社会が本格化する中、子育てと介護を同時に担う「ダブルケア」
や、80歳代の親と50歳代のひきこもりの子どもがいる家庭の貧困や孤立の問題である

「8050問題」など、様々な課題を複合的に抱える個人、家庭が増えてきており、これまで
の福祉の体制では対応が困難な場合が多くなっています。
　そこで、制度や分野ごとの「縦割り」や、支え手と受け手という関係を超えて、地域で多
様な主体が、「我が事」として参画し、「丸ごと」つながることで、住民の暮らしや生きがい、
そして地域そのものを共に創っていく「地域共生社会」の実現を目指しています。
　本市では、「助け合い」の精神で誰一人「ほっとかんまち高松」を作ることで、人口減少社
会に対応していきます。
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②　コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり

　人口減少時代を迎え、人口が郊外に流出するドーナツ化現象や、街が空洞化する都市

のスポンジ化に歯止めをかけ、集約されたコンパクトなまちづくりに取り組む必要があり

ます。

　本市においては、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方の下、郊外に拡散した都

市機能や居住地区の集約に向け、「高松市立地適正化計画」において、都市機能誘導区

域と居住誘導区域を設定し、これらの区域に医療・商業等の生活利便施設等（都市機

能）や居住の緩やかな誘導を図り、それぞれの区域を公共交通で結ぶことで、将来にわ

たり持続可能なまちづくりの実現を目指しています。

③　スマートシティの推進

　国においては、AI（Artificial Intelligence：人工知能）やIoT（Internet of Things：

モノのインターネット） などの新技術や官民データ等をまちづくりに取り入れ、市民生活・

都市活動の質の向上のほか、都市インフラの管理・活用の高度化・効率化、施設立地の最

適化など都市のマネジメントを行い、都市・地域課題の解決を図る「スマートシティ」に向

けた取組を推進しています。

　本市においても、人口減少、少子・超高齢社会を起因とした、様々な地域課題の解決を

図るため、ICT施策の総合的な指針として「スマートシティたかまつ推進プラン」を策定し、

IoTを活用したデータ収集・分析や映像監視、データの活用による政策決定、先進的なICT

を活用した新たなサービスの創出など、様々な取組を推進しています。

　また、IoT共通プラットフォームを構築し、産学民官の多様な主体が連携しながら地域課

題の解決に向けて、取り組んでいます。

　このような新たな時代の流れを力にしながら、本市の地方創生を更に加速化します。
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(3)　本市の将来的な都市ビジョン

　人口減少、少子・超高齢社会を迎える中、就労状況の変化に対応した子ども・子育て支

援施策の充実のほか、高齢化の進行に伴う医療・介護などの社会保障給付費や、公共施設

の老朽化に伴う更新・修繕経費の増加などにより、本市の財政状況は、今後も厳しさを増

していくと見込まれます。

　そのため、これまで以上に、「地域共生社会の構築」、「コンパクト・プラス・ネットワーク

のまちづくり」、「スマートシティの推進」に取り組むなど、現在の人口を前提としたまちづ

くりから、人口減少社会に対応したコンパクトでスマートなまちづくりを図る必要がありま

す。

　また、人口の社会増や労働力の確保などは、近隣市町にとっても喫緊の課題となってお

り、本市は県都として、さらには、瀬戸・高松広域連携中枢都市圏の連携中枢都市として、

地域経済をけん引するなどの役割も求められています。

　圏域における、人口の流出を防ぐ、いわゆる人口ダムとしての機能を果たす観点からも、

圏域全体の魅力を高めるとともに、住民が安心して快適に暮らすことができる圏域を形成

するため、瀬戸・高松広域連携中枢都市圏を構成する市町と課題の共有を図り、連携を更に

強化していくことが重要です。

　今後とも、人口構造や産業構造の変化を踏まえるとともに、時代の流れを見極め、各種

施策の見直しや重点化を図るなど、将来にわたって、持続可能なまちづくりに向けた対策

を講じていきます。

　人口減少社会にあっても、人とまちが活気にあふれ、全ての人が心豊かに暮らせるまち

を目指して、「みんながつながるコンパクトでスマートなまちへの進化」を図ることが、取り

も直さず、本市のまちづくりの最上位計画である「第６次高松市総合計画」に掲げる目指

すべき都市像「活力にあふれ　創造性豊かな　瀬戸の都・高松」の実現につながります。

高松市

土庄町

東かがわ市

小豆島町小豆島町

町
木
三

瀬戸・高松広域連携中枢都市圏

（瀬戸・たかまつネットワーク）

■地域共生社会の構築

■コンパクト・プラス・

　ネットワークのまちづくり

■スマートシティの推進

重点化

●Society5.0の実現に向けた
　技術の進展
●在留外国人の増加
●関係人口の創出・拡大

新しい風

直島町

連携強化

みんながつながる
コンパクトでスマートなまちへの進化

目指すべき都市像の実現！

「活力にあふれ　創造性豊かな
　　　　　　 瀬戸の都・高松」

さらにその先へ

2060年
目標人口：38万人程度

高松市 さ
ぬ
き
市綾

川
町



【基本目標２】若者から選ばれるまちを創る
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　将来を担う人材が集まるよう、大学等の魅力づくりを支援するほか、国際・国内交流

や移住促進による定住人口の拡大、さらには、安定した就業の支援や、若者が魅力を感

じる働く場の創出により、若い世代にとって、住み続けたい、住んでみたいと思えるよう

な魅力あるまちづくりを目指します。

　また、外国人住民にとっても生活しやすい環境を整え、多文化共生の社会を目指すた

め、福祉、子育て、教育など、生活者の立場から多面的な支援を行い、外国人材などの受

入環境の充実に貢献します。

　さらに、関係人口の創出・拡大のため、転勤をきっかけに本市を訪れた方や、本市に興

味を持ち、様々な形で関わった方などが、本市をふるさとのように親しんでいただき、地

域と継続的なつながりを持ってもらえるような仕組みづくりを推進します。

目標：令和６年に１年間の転入と転出の差（社会増）を1,000人
　　　（実績値（令和元年）：社会増183人）

目標：令和６年に15～39歳の人口の割合（注）を23.7%
　　　（実績値（令和元年）：24.5%）

【基本目標３】子どもを生み育てやすいまちを創る

　未来を担う子どもの成長や子育てを、社会全体で支援していく環境の整備や子ども子

育て支援施策の充実など、「子育てするなら高松市」と言われるまちづくりを目指します。

　また、父親の積極的な子育てへの参加の促進や、性別にかかわらず、無理なく活躍で

きる就労システム構築への支援など、社会環境の変化にも、柔軟に対応します。

　さらに、幼少期から郷土愛を育む取組などにより、生まれ育ったまちとして、将来にわ

たって、本市に愛着や関心を持ってもらえるよう、子どもの頃からのシビックプライドの

醸成を図ります。

目標：令和６年度までに合計特殊出生率を1.68
　　　（実績値（平成20年～平成24年）：1.62）（注）

目標：令和６年に出生数を3,400人
　　　（実績値（令和元年）：3,200人）

(1)　基本目標

①　人口減少を抑制する戦略

　ひとを呼び込み、地域経済を活性化し、更なる雇用を創出することで、若者から選ばれ

るとともに、子どもを生み育てやすく、創造性にあふれ、市民が真の豊かさや幸せを実感

し、いきいきと暮らせるまちを創る。

【基本目標１】創造性豊かで人間中心のまちを創る

　文化芸術などの持つ創造性をいかしながら、地域活性化や農業も含めた産業振興な

ど、様々な取組を調和させることにより、本市における付加価値を高めます。

　また、五色台から県内有数のコンベンション施設等が集まるサンポート地区を経て、

屋島、志度湾へと続く東西に広がるシーフロントという稀有の財産と、サンポート地区を

起点として南に続く中央通り、栗林公園、高松空港、そして塩江温泉郷を望む、県内随一

の都市機能が集積した「高松Tゾーン」を活用した、観光やＭＩＣＥの振興による交流人

口の拡大を図るとともに、誰もが住みたい、誰もが幸せと感じられる人間中心のまちづ

くりを目指します。

目標：令和６年度に本市の主な観光施設等利用者数を7,300千人
　　　（実績値（平成30年度）：6,595千人）

4　基本目標と施策の基本的方向

（注）割合の算出には分母から「年齢不詳」を除く。

（注）厚生労働省「平成25年～平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」公表後は、
　　平成25年～平成29年の合計特殊出生率を実績値とする。



(2)②　人口減少社会に対応する戦略

　誰もが健やかに暮らし続けられる、地域コミュニティを軸とした持続可能なまちを創る。
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　人口減少、超高齢社会の本格的な到来を迎える中、高齢者の健康保持と生活の質の向上

を支援します。

　また、誰もが住み慣れた地域で生きがいを持ち、健やかに暮らし続けられる、「地域共

生社会」を実現するため、障がい、介護、子育てなど複合的な課題を抱える個人や世帯を

包括的に支援します。

【基本目標５】持続可能なまちを創る

　本市が将来にわたり活力を失わないよう、コンパクトで持続可能な都市経営のサイク

ルの形成を目指し、「コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり」を推進するととも

に、地域コミュニティを軸としたまちづくりの展開と、市民が安全で安心して暮らすこと

のできるまちづくりを目指します。

　また、AIやRPA（Robotic Process Automation：定型的なパソコン操作のソフト

ウェアによる自動化）などの、先進的なICTを積極的に活用することで、業務改革を推進

し、生産年齢人口の減少により、職員の確保が厳しくなる中においても、行政サービス

の維持・向上とともに、産学民官の多様な主体と連携しながら、地域課題の解決を図る

「スマートシティたかまつ」を実現します。

目標：令和６年度に用途地域内の人口比率を64.9%
　　　（実績値（平成30年度）：63.7%）

目標：令和６年度に公共交通機関利用率（注）を16.6%
　　　（実績値（平成30年度）：15.2%）

（注）公共交通機関利用率：本市の人口のうち、公共交通機関利用者数（電車及びバスの１日当た
　　　　　　　　　　　 りの利用者数）の割合

　施策の基本的方向

【基本目標１】創造性豊かで人間中心のまちを創る

施策の基本的方向

人
口
減
少
を
抑
制
す
る
戦
略

(1)地域を支える産業の振興と経済の活性化
(2)文化芸術の振興と発信
(3)元気を生み出すスポーツの振興
(4)訪れたくなる観光・ＭＩＣＥ（マイス）の振興

【基本目標２】若者から選ばれるまちを創る

施策の基本的方向

(1)大学等高等教育の充実
(2)就業環境の充実
(3)国際・国内交流の推進
(4)移住・定住の促進

【基本目標４】高齢者が健やかで心豊かに暮らせるまちを創る

施策の基本的方向
人
口
減
少
社
会
に
対
応
す
る
戦
略

(1)支え合い、自分らしく暮らせる福祉社会の形成
(2)健康で元気に暮らせる環境づくり

 【基本目標５】持続可能なまちを創る

施策の基本的方向

(1)安全で安心して暮らせる社会環境の形成
(2)環境と共生する持続可能な循環型社会の形成
(3)豊かな暮らしを支える生活環境の向上
(4)コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり
(5)拠点性を発揮できる都市機能の充実
(6)参画・協働によるコミュニティの再生
(7)相互の特長をいかした多様な連携の推進
(8)スマートシティの推進
(9)健全で信頼される行財政運営の確立

【基本目標３】子どもを生み育てやすいまちを創る

施策の基本的方向
(1)子どもが健やかに生まれ育つ環境の充実
(2)男女共同参画社会の形成
(3)社会を生き抜く力を育む教育の充実

【基本目標４】高齢者が健やかで心豊かに暮らせるまちを創る

目標：令和６年度に自立高齢者率（注）を78.5%
　　　（実績値（平成30年度）：78.8%）

（注）自立高齢者率：介護・支援を必要としていない65歳以上の高齢者の割合



(1)　施策体系

戦略 基本目標 施策の基本的方向 具体的な施策

中小企業等の育成と振興①

中央商店街の活性化②

企業誘致・交流の推進③

文化芸術活動の推進①

国際的な発信力を持つイベントの推進②

文化財の保存・活用③

生産体制の整備④

生産の振興⑤

生鮮食料品等流通の強化⑥

特産品の育成・振興とブランド力の向上⑦

地域を支える産業

の振興と経済の活

性化

(1 )

(1 )

(2 )

(2 )

(3 )

(4 )

(5 )

(6 )

(7 )

(8 )

(9 )

(1 )
(2 )

(3 )

(4 )

(1 )

(1 )

(2 )

(2 )

(3 )

(3 )

(4 )

文化芸術の振興と

発信

観光資源の活用と創出①

観光情報の効果的発信②

ＭＩＣＥ（マイス）の誘致促進③

訪れたくなる観光・

ＭＩＣＥ（マイス）の

振興

大学等の魅力向上への取組①大学等高等教育の充実

就業支援の推進①就業環境の充実

多文化共生のまちづくり①国際・国内交流の推進

選ばれる地域づくりの推進①移住・定住の促進

男女共同参画社会の形成

市民スポーツ活動の推進①

トップスポーツの振興②

子どもの心身の健やかな育ちへの支援①

健やかな成長を促す学びへの支援②

子育てと仕事の両立支援⑤

男女共同参画の推進①

確かな学力の育成①

豊かな心と体を育てる教育の推進②

教員の資質向上と教員指導体制の充実③

学校教育環境の整備④

家庭及び地域の教育力向上の推進⑤

配慮を要する子どもと保護者への支援③

地域における子育て支援④

元気を生み出すス

ポーツの振興

子どもが健やかに

生まれ育つ環境の

充実

社会を生き抜く力

を育む教育の充実

【基本目標1】
創造性豊かで人間

中心のまちを創る

【基本目標1】
創造性豊かで人間

中心のまちを創る

【基本目標2】
若者から選ばれる

まちを創る

【基本目標3】
子どもを生み育て

やすいまちを創る

人
口
減
少
を
抑
制
す
る
戦
略
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戦略 基本目標 施策の基本的方向 具体的な施策

地域共生社会の構築①

ユニバーサルデザインの普及啓発②

地域包括ケアシステムの構築③

生活習慣病（がん・循環器疾患・糖尿病

等）対策の推進
①

拠点性を高める交通網の整備と利用促進①

救急医療体制の確保②

障がい者の自立支援と社会参加の促進④

支え合い、自分らし

く暮らせる福祉社会

の形成

健康で元気に暮らせ

る環境づくり

救急活動の推進①

防災・減災対策の充実②

ごみの減量と再資源化の推進①

地球温暖化対策の推進②

空き家対策の推進①

公園・緑地の整備②

ICT・データの活用①

効率的な行政運営の推進①

離島の振興②

多核連携型コンパクト・エコシティの推進①

公共交通の利便性の向上②

コミュニティ活動の支援①

連携中枢都市圏における連携事業の充実①

多様な主体との連携強化②

自転車の利用環境の向上③

中心市街地の活性化④

安全で安心して暮ら

せる社会環境の形成

環境と共生する持続可能

な循環型社会の形成

豊かな暮らしを支え

る生活環境の向上

拠点性を発揮できる

都市機能の充実

参画・協働によるコ

ミュニティの再生

スマートシティの推進

健全で信頼される行

財政運営の確立

相互の特長をいかし

た多様な連携の推進

コンパクト・プラス・

ネットワークのまち

づくり

【基本目標4】

【基本目標5】
持続可能なまちを

創る

人
口
減
少
社
会
に
対
応
す
る
戦
略

5　施策体系と講すべき施策

高齢者が健やかで

心豊かに暮らせる

まちを創る



　人口減少の克服と地域活力の向上に向け、本市の実情に応じた具体的な施策と、それ

を評価するための重要業績評価指標（KPI）、施策を推進するために実施する事業を示し

ています。

　また、本戦略の策定に当たり、「たかまつ創生総合戦略推進懇談会」における提言や、

次代を担う若者の声等を踏まえ、今後、実施を検討する取組を登載しています。

　なお、これら総合戦略を進めるための事業及び取組については、別途作成する「総合

戦略推進事業」において、適宜、事業の追加等の見直しを行うとともに、実施状況の「見

える化」を図るなど、総合戦略に関する進行管理を行います。

※実績値は、原則として、平成30（2018）年度の数値を記載し、これ以外の場合は、（　）書きで
　基準となる年月を記載しています。

(2)　講ずべき施策
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中小企業等の育成と振興

【基本目標1】創造性豊かで人間中心のまちを創る

1-(1)　地域を支える産業の振興と経済の活性化

1-(1)-①

　高松市中小企業基本条例に基づき実施した、市内中小企業者等を対象としたアンケー

ト調査では、今後の雇用予定について、正規社員・非正規社員ともに「増やしていく」と

回答した事業所が「減らしていく」と回答した事業所を大幅に上回り、新規雇用に積極的

な企業が多い結果となりました。

　しかしながら、「就職1年以内に退職した正規社員がいる」とした事業所や、今後、非正

規社員を増やしていく理由を「正規社員の求人難」とする事業所が多いなど、早期離職

や人材確保が課題となっている事業所が数多く存在する状況となっています。

現状

　高松市中小企業基本条例に基づいて、国、香川県、経済団体、大学、金融機関等との連

携協力により、中小企業者の経営の革新及び経営基盤の強化の促進、創業の促進、人材

の確保・育成への支援等、中小企業振興施策を実施します。

　また、中小企業の育成と振興は、本市経済の発展と市民生活の向上に欠かせないもの

であるという認識を、本市及びまちづくりの担い手である市民等が共有し、中小企業を

一層元気にすることで、地域経済の活性化を図ります。

具体的な施策の概要

　人手不足を補うため、職場環境・給与の改善や労働時間の見直し、福利厚生の充実な

どにより、人材確保に向けた対策を強化しようとする傾向が強い一方、人材育成や業務

の機械化・ICT化・効率化により、生産性の向上に取り組もうとする事業所も多く出てき

ています。

　今後、人材確保と人材育成・生産性の向上の両面からの支援を実施する必要があります。

課題

本市と高松商工会議所等の共催に
より開催している合同就職面接会
について、採用候補者がいた等の
理由により有益と回答した企業の
割合

重要業績
評価指標

（KPI）

指標名 指標の説明 実績値 目標値

合同就職面接会参加
企業の有益度

61 %

中小企業人材確保・就
業機会拡大事業

今後実施を
検討する取組

・中小企業等に対する多様な人材の受入支援
・ICTを活用した場所にとらわれない仕事の充実

70 %

（令和6年度）

中小企業のＵターン人材を含めた労働力の確保を促し、経営の安定につな
げるため、関係機関と連携して、合同就職面接会を開催します。

主な具体的な事業



今後実施を
検討する取組

・地元定着率が低い理工系学部の学生や、求職者数が求人数を大幅に上回っている一般事務員の雇用先の確保
・試験研究機関やオフィス系企業を誘致するため、施設・設備投資や雇用に対する優遇制度の充実・強化
・誘致・立地企業に対する人材確保
・若い世代に魅力的な首都圏の情報通信関連企業などの誘致による働く場の確保
・首都圏で活躍する本市出身者や関係者のネットワークの更なる活用

中央商店街の活性化

【基本目標1】創造性豊かで人間中心のまちを創る

1-(1)　地域を支える産業の振興と経済の活性化

1-(1)-②

現状

　中央商店街の空き店舗率は、平成30年度実績で16.85％と、目標値である14.9％

には至らなかったものの、飲食店を中心に、新規出店が続いており、各種メディアでも

取り上げられるなど、注目度が高まっています。

　また、業種構成も変化しつつあり、ニーズに応じた出店が進みつつあります。

　中央商店街南部エリアのにぎわいづくりの役割が、平成30年度から、ブリーザーズス

クエアから南部３町商店街（常磐町、南新町、田町）が設立したまちづくり会社に移管さ

れており、SNSを活用した情報発信力の強化とともに、商店街への出店を検討する人への

支援などに取り組んでいます。

　また、商店街共同施設の改修等により、各商店街等の商業環境の整備に取り組んで

います。

　中央商店街のにぎわい向上や商業機能を強化するため、利用者のニーズに合った効果

的な空き店舗活用支援を行うほか、商店街共同施設の改修等、他の中央商店街にぎわい

促進事業と効果的に組み合わせ、中央商店街の更なる活性化を進めていきます。

具体的な施策の概要

　新規出店補助制度については、各機関への制度の周知活動を進め、より多くの事業者

の中央商店街への出店意欲を喚起し、空き店舗の利用促進、商店街のにぎわい創出を図

る必要があります。

　南部３町のにぎわい創出については、まちづくり会社の自立的な事業運営を目指す必要が

あります。

　また、商店街共同施設の改修等においては、香川県と協調して中心市街地エリアの活

性化事業に重点的に支援を行うことで、商店街を取り巻く環境の充実を図り、来街者増

を実現し、空き店舗率の改善や、通行量の増加等につなげていく必要があります。

課題
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中央商店街への延べ新規出店数
重要業績
評価指標
（KPI）

中央商店街への新規
出店数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

216店舗
（H26～H30）

中央商店街にぎわい
促進事業

（令和6年度）

271店舗
（R1.7～R6）

中央商店街のにぎわい向上や商業機能の強化を図るため、空き店舗の改装
費を支援する空き店舗活用補助等を始め、商店街共同施設の新設・改修事
業等に対する経費の一部助成や、南部３町商店街の活性化などを行いま
す。

主な具体的な事業

企業誘致・交流の推進

【基本目標1】創造性豊かで人間中心のまちを創る

1-(1)　地域を支える産業の振興と経済の活性化

1-(1)-③

現状

　企業誘致専門員の活動や企業誘致助成制度の活用等により、高松市企業誘致条例を施
行した平成21年度から平成30年度末までの企業誘致助成の指定件数は75件ありました。
　また、高松市創造支援センター（全6室）については、平成30年度末現在で満室となって
いるほか、高松市創業支援等事業計画に基づく支援者数は、平成30年度末で延べ1,477
人、うち創業者数は420人となっています。

　高松市企業誘致条例に基づき、市内に施設を設置する企業への支援及び企業誘致専
門員による企業立地の情報収集、誘致活動の効果的な実施により、更に企業立地を促
進するとともに、既に立地している成長企業への継続的な支援により、本市に定着させ、
雇用の創出を図ります。
　また、高松市創造支援センターの活用や高松市創業支援等事業計画で連携する関係
団体等と創業希望者等を支援し、創業者の増加に取り組みます。

具体的な施策の概要

　企業が立地先選定時に重視する要素の１つとして、労働力の確保が挙げられますが、香
川県内の有効求人倍率は、依然として全国平均を上回る数値であり、特に製造業において
は、人手不足が深刻であるため、人材確保の支援を実施する必要があります。

課題

企業誘致助成制度の指定件数（平
成21年度以降の累計指定件数）

重要業績
評価指標
（KPI）

企業誘致助成制度指
定件数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

75件

企業誘致・起業支援
による地域経済活性
化促進事業

（令和6年度）

135件

本市経済の活性化や雇用の確保を図るため、企業誘致専門員や企業誘致
助成制度等を活用し、企業情報の収集や発信に努め、更なる企業誘致を推
進します。
また、高松市創業支援等事業計画に基づき、関係団体等の拡充と連携を図
りながら、起業（創業）支援に取り組むとともに、創造支援センターを活用し
て、創造性に富む発想や独自性のある技術を活用した新規事業者等の支援
を行います。

主な具体的な事業



生産体制の整備

【基本目標1】創造性豊かで人間中心のまちを創る

1-(1)　地域を支える産業の振興と経済の活性化

1-(1)-④

現状

　農業については、従業者の高齢化や後継者不足が深刻化していることから、認定新

規就農者等の担い手の確保・育成に取り組んでいます。

　一方、高齢化等による農地の貸出希望が増加しているため、担い手農家が新たに耕

作放棄地を再生して規模拡大を図る必要性がない状況であり、耕作放棄地再生利用は

進んでいません。

　また、担い手への農地集積は、「多核連携型コンパクト・エコシティ推進計画」で新た

に成果指標を設定し、より一層の促進を図ることとしています。

　効率的かつ安定的な農業経営体を育成するため、認定農業者や認定新規就農者な

ど、担い手の確保と育成を図るほか、地域ぐるみで取り組む集落営農を推進します。

　また、優良農地を確保するため、耕作放棄地の再生利用や担い手への農地集積を促

進することにより、耕作放棄地の解消と発生防止に努めるとともに、機械・施設整備に対

して支援し、生産体制の整備を行います。

具体的な施策の概要

　新規就農者等の確保・育成は進んでいるものの、高齢化等による農業従事者の減少や

耕作放棄地の増加に歯止めがからない状況のため、引き続き、集落営農等の多様な担い

手を育成する必要があります。

　また、コンパクト・エコシティの推進に資するため、農地中間管理事業を活用した担い手

への農地集積促進を図るとともに、必要に応じて耕作放棄地再生利用に対する支援を行

うことが求められています。

課題
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本市が認定した認定農業者数
重要業績
評価指標
（KPI）

認定農業者数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

315経営体

担い手への農地集積
促進事業

（令和6年度）

320経営体

多核連携型コンパクト・エコシティ推進計画における居住誘導区域外の生
活環境の維持に資するため、農業振興地域内で実施する農地中間管理事業
を活用して、認定農業者等の担い手への農地集積を促進し、農地利用の効
率化を推進します。

優良農地確保対策事
業

優良農地の確保対策を総合的に実施するため、立地適正化計画に基づく居
住の誘導を図るとともに、誘導区域外における農用地区域への編入を行い、
荒廃農地の解消・発生防止を一体的に推進します。

農業団体育成事業 市内の農業関係機関や農業者団体と連携して、本市農業の総合的振興及び
発展を図るため、各種農業団体に対する支援等を行います。

人・農地プラン推進事
業

新規就農者の確保及び経営開始直後の経営安定を図るため、国の新規就
農・経営継承総合支援事業（農業次世代人材投資事業）を実施します。

農業後継者育成事業 優れた農業技術や経営能力を持った若い農業者の育成を図るため、栽培品
目や栽培地域ごとに組織された各農業後継者クラブの活動を支援します。

主な具体的な事業



生産の振興

【基本目標1】創造性豊かで人間中心のまちを創る

1-(1)　地域を支える産業の振興と経済の活性化

1-(1)-⑤

現状

　平成30年度から、たかまつ農業ICT導入活用支援事業を実施していますが、応募状

況は低調です。

　一方、認定新規就農者等による園芸部門における投資意欲や、事業への要望は、増

加傾向にあります。

　農業については、農産物が安定的に生産できるよう支援するとともに、野菜・果樹等

の高品質・高付加価値化を進め、効果的な農業に取り組みます。

　水産業については、種苗の放流により、「とる漁業」から「つくり育ててとる漁業」への

転換を一層進め、漁場の再生や資源管理を推進します。

　また、鳥獣被害防止計画に基づき、鳥獣による農作物への被害を防止するため、猟友

会等による捕獲活動のほか、農家等が実施する防護施設設置や、野生鳥獣が近づかな

い環境整備を支援します。

具体的な施策の概要

　６次産業化等については、香川県等の事業を活用するなどにより、引き続き、促進する

必要があります。

　また、農業分野でのICT導入促進を図るとともに、担い手等の要望に対応し、農産物の

安定的な生産を支援する必要があります。

課題
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市内の農畜産物販売金額（JA取扱
金額に限る）

重要業績
評価指標
（KPI）

農畜産物販売額（ＪＡ
取扱金額に限る）

指標名 指標の説明 実績値 目標値

41.3億円

有害鳥獣被害対策事
業

（令和6年度）

42.0億円

市内におけるイノシシ等の有害鳥獣による農作物等の被害を防止するた
め、鳥獣被害防止計画に基づき、猟友会による捕獲活動や農家の防護柵等
の設置経費の助成を行い、農作物等の被害の軽減を図ります。

たかまつ農業ICT導
入活用支援事業

本市における次世代の農業経営を総合的に支援するため、生産性を高め、
収益力を強化するためのノウハウと技術を集約した農業ＩＣＴ技術の導入や
活用を促進します。

主な具体的な事業

園芸産地育成推進事
業

個性のある多彩な園芸産地を育成するため、オリーブやキウイフルーツ等付
加価値の高い農産物を安定的に生産する体制を整備し、園芸産地の生産性
の向上と流通販売体制の確立を推進します。

青果、水産物及び花きの取扱金額
重要業績
評価指標
（KPI）

卸売市場の取扱金額

指標名 指標の説明 実績値 目標値

318億円

卸売市場活性化推進
事業

（令和6年度）

318億円

瀬戸内の水産物、青果、花きの生鮮食料品等の情報を発信し、消費拡大並
びに地産地消を推進し、市民が身近に感じ、市民の声が反映できる卸売市
場を実現します。
また、卸売市場を経由する生鮮食料品等に対する安全・安心への信頼度の
向上を図ります。

主な具体的な事業

　全国的な傾向と同様に、本市の卸売市場の取扱数量は、人口減少や少子・超高齢化

の進行、消費流通形態の変化等により、減少傾向にあります。

　一方、生鮮食料品等の安全性や新鮮さに対する「食」への関心は高まっています。

生鮮食料品等流通の強化

【基本目標1】創造性豊かで人間中心のまちを創る

1-(1)　地域を支える産業の振興と経済の活性化

1-(1)-⑥

現状

　生鮮食料品等の流通機能の強化を図るために、卸売市場の施設整備を進めるととも

に、農林水産物等の安定供給や安全・安心を確保するため、卸売市場等の円滑な管理運

営に努めます。

具体的な施策の概要

　卸売市場の役割及び機能について、市民に理解を深めてもらうとともに、地場ものを

含む生鮮食料品等の取扱物品の需要喚起により、卸売市場の継続的な支持・活性化に

つなげ、取扱数量の維持・拡大を図る必要があります。

課題
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特産品の育成・振興とブランド力の向上

【基本目標1】創造性豊かで人間中心のまちを創る

1-(1)　地域を支える産業の振興と経済の活性化

1-(1)-⑦

現状

　特産品の育成・振興とブランド化の推進に寄与するため、盆栽や漆器、石製品を始め

とする伝統的ものづくり関係団体が実施する販路開拓や普及啓発につながる事業へ

の支援を実施するとともに、伝統的ものづくり振興事業補助金を活用した販路開拓や

担い手育成、ブランド力向上を目的とする事業への支援を行っています。

　また、「高松盆栽の郷」構想に基づき、盆栽産地の創造性豊かで持続可能な発展に向

け、産地と一体になって、歴史や文化、景観の保存を含め、盆栽の振興に取り組んでい

ます。

　盆栽や漆器、石製品などの伝統的ものづくり産業について、事業者等が行うPR活動や

新たな取組等を支援することにより、特産品の販路拡大や後継者の確保・育成につなげます。

　また、職人や生産者、伝統的ものづくり関係団体、市民と多様な協力関係を構築し、市全

体で伝統的ものづくりを支える環境づくりを推進します。

　盆栽については、生産者と盆栽の持つ魅力やストーリーなどの地域資源を有機的に結

び付けた産地ブランドの確立により、他地域にはない個性的で魅力ある「高松盆栽の郷」

づくりを推進します。

　さらに、高松産ごじまん品を主とした地元農産物のPR活動と、それらの加工品の開発を

推進します。

具体的な施策の概要

　今後も、事業者や伝統的ものづくり関係団体等と連携して、伝統的ものづくりの販路拡

大や後継者育成等に取り組むことが必要です。

　また、国内だけではなく、国外への輸出拡大を見据えた新たな取組が必要です。

課題

販路開拓事業等の来場者数
重要業績
評価指標
（KPI）

販路開拓事業等来場
者数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

18,832人

（令和6年度）

23,600人

主な具体的な事業

伝統的ものづくり支
援事業

盆栽・漆器・石製品を始めとする、本市伝統的ものづくり産業を振興するた
め、高松市伝統的ものづくり振興条例の基本理念に基づき、伝統的ものづく
り産業の普及啓発・販路拡大や、次世代への担い手の確保・養成を図り、特
産品の育成・振興とブランド化の推進及び地場産業の活性化を推進します。
また、「高松盆栽」のブランド力向上と盆栽産地の活性化のため、引き続き
高松盆栽振興事業に取り組みます。

高松ブランド農産物
育成支援事業

消費者の視点に立ち、地産地消を基本とした市民との共生型農業を推進す
るため、市内で生産された新鮮で良質な農産物や加工品を市民に提供し、
地元農産物に対する信頼確保に努めます。
また、「高松産ごじまん品」等の地域ブランド化の取組を推進し、市内農産
物の需要拡大と市民の健康で豊かな食生活の実現を図るために必要な事
業を実施します。
さらに、6次産業化・農商工連携による農産物のブランド化を図ります。

水産教室開催事業 水産教室の開催を助成することにより、地元漁業への児童の理解を深めま
す。
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【基本目標１】創造性豊かで人間中心のまちを創る

1-(2)　文化芸術の振興と発信

　令和元年度に4回目を開催した瀬戸内国際芸術祭は、国内外で大きな注目を集める

事業へと発展しており、日本三大ピアノコンクールの一つに数えられる高松国際ピアノ

コンクールとともに、本市の都市ブランドイメージの向上及びシビックプライドの醸成

に寄与しています。

国際的な発信力を持つイベントの推進1-(2)-②

現状

　香川県や関係団体等と協力し、瀬戸内国際芸術祭を開催するとともに、開催年以外に

おいても、作品の維持管理やアートイベント活動を展開する、ART SETOUCHIを定着

させます。

　また、高松国際ピアノコンクールを成功させるとともに、開催年以外においても、審査

員や入賞者等のリサイタル事業、公開レッスン、地域での演奏会を開催するなど、コン

クールの知名度や質の向上を図ります。

具体的な施策の概要

　引き続き、本市の交流人口を増加させるとともに、都市ブランドの向上によりシビック

プライドを醸成するため、国内外で大きな注目を集める両事業の開催機会を効果的に活

用し、創造都市・高松の魅力を世界に向けて発信することや、広く市民の参加につなげる

ことが求められています。

課題

文化芸術活動の推進

【基本目標1】創造性豊かで人間中心のまちを創る

1-(2)　文化芸術の振興と発信

1-(2)-①

現状

　平成27年に策定した「高松市文化芸術振興計画」に基づき、アートディレクター推進

事業、アーティスト・イン・レジデンス事業、まちなかパフォーマンス事業、０才からの

コンサート事業、ホスピタルアート事業に取り組んだ結果、平成30年度に実施した市

民意識調査において、本市が「文化芸術が盛んなまちであると思う」人の割合が、平成

24年度に比べて増加するなど、一定の効果を挙げています。

　「高松市文化芸術振興計画」に基づき、地域に出向いての文化芸術の公演活動を継続

するとともに、美術館事業や文化芸術事業を中央商店街等と連携して、より幅広い世代

の集客を図るほか、既存の文化芸術施設の利用を含め、積極的・効果的な情報発信に取

り組みます。

　また、美術館に新設された、こどもアートスペースを利用した教育プログラムを構築す

るとともに、学校との連携プログラムを継続するほか、菊池寛の功績についての学習機

会の充実などを図ります。

具体的な施策の概要

　平成30年度に実施した市民意識調査において、「自分自身が文化芸術活動をした」、

「文化芸術を鑑賞した」人の割合が、計画目標に達していなかったことから、引き続き、文

化芸術活動の場及び鑑賞機会の提供や人材育成に取り組み、広く市民の生活の中に浸

透させていく必要があります。

課題

地域に出向いての文化芸術活動
（アウトリーチ事業）の参加者数

重要業績
評価指標
（KPI）

アウトリーチ事業の
参加者数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

123,208人

アート・シティ高松推
進事業

（令和6年度）

125,500人

アート・シティ高松を広く発信するため、アーティスト・イン・レジデンス事
業、０才からのコンサート事業、まちなかパフォーマンス事業等を実施しま
す。

美術教育普及事業 こどもアートスペースを活用し、誰もが気軽にアートを楽しむことができる
プログラムを提供するほか、美術館展覧会の鑑賞教育等学校活動分野への
積極的な活用を図るため、美術館学習等を実施します。

主な具体的な事業

高松国際ピアノコンクールで会場
に入場した人数

重要業績
評価指標
（KPI）

高松国際ピアノコン
クールの入場者数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

10,230人
（H29）

瀬戸内国際芸術祭推
進事業

（令和6年度）

11,000人
（R3）

現代アートの作家や建築家と協働して、海外からも注目されている瀬戸内
国際芸術祭について、３年ごとの開催を目指します。

高松国際ピアノコンク
ール事業

高松から世界レベルの音楽を発信するとともに、地域の活性化、音楽芸術
の振興、国際的な文化交流の推進などを目的として、４年に一度開催されて
いるコンクールの成功に向けて取り組みます。
また、コンクールが開催されていない年度においても関連事業を積極的に
展開し、より市民に親しまれ、地域に育まれていくコンクールとなるよう推
進します。

主な具体的な事業
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34

ふるさと探訪、親子文化財教室・市
民文化財教室等に参加した人数

重要業績
評価指標
（KPI）

文化財学習会・体験
講座参加者数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

1,227人

文化財保存活用推進
事業

（令和6年度）

1,420人

文化財保護に必要な法定手続並びに所管する土地及び施設の管理を行う
とともに、説明板及び案内標識等の新設及び更新、ふるさと探訪等学習会
を開催して文化財の周知を図るほか、建造物、史跡、天然記念物及び民俗文
化財の所有者及び保持団体に対して補助を行い、貴重な文化財の恒久的保
存と伝承・公開の促進を図ります。

埋蔵文化財公開活用
事業

埋蔵文化財調査等によって明らかになった本市の歴史を広く知っていただ
くため、市内の埋蔵文化財等を題材とした講演会や現地説明会の実施、パ
ンフレット等の充実、情報発信を積極的に行います。

主な具体的な事業

　史跡天然記念物屋島等で文化財的価値を明らかにするための確認調査や、開発事

業に伴う事前の発掘調査を実施するとともに、史跡讃岐国分尼寺跡等において公有地

化を行ったほか、指定等文化財の管理や伝承に係る補助金の支出、史跡地における除

草や修繕等の維持管理を実施し、文化財の保全に寄与しています。

文化財の保存・活用

【基本目標1】創造性豊かで人間中心のまちを創る

1-(2)　文化芸術の振興と発信

1-(2)-③

現状

　稲荷山姫塚古墳等４基の積石塚の史跡石清尾山古墳群への追加指定を受け、史跡石

清尾山古墳群の保存活用・整備基本計画を作成し、史跡保存と従来の里山保全、健康増

進等の市民活動との両立を図ります。

　また、市民との協働により、文化財を適切に管理・活用できる体制を構築するととも

に、文化財に関する情報を、より積極的に公開します。

　史跡讃岐国分寺・国分尼寺跡を引き続き公有化するとともに、国分尼寺跡について

は、将来の整備・活用に向けて、発掘調査に取り組みます。

　さらに、各文化財の説明板や道標等の新設・更新を始め、魅力ある文化財学習会の開

催、文化財保持者等への補助など、本市の貴重な財産である文化財の保存・活用に取り

組みます。

具体的な施策の概要

　指定文化財の件数増加や、防火・防犯・耐震対策等により、コストの増大が見込まれま

すが、財源の確保に努め、引き続き、適正に保存する必要があります。

　また、文化財学習会など、文化財の公開活用をより一層進め、地域の資源として活用す

ることで、市民の郷土愛を醸成するとともに、観光資源としても活用する必要があります。

課題
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36

本市の社会体育施設の延べ利用者
数

重要業績
評価指標
（KPI）

社会体育施設利用者
数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

2,007,396人

障がい者スポーツ推
進事業

（令和6年度）

3,137,000人

障がい者のスポーツ推進を図るため、本市スポーツ施設における環境整備
や障がい者スポーツ大会の誘致等を通じて、障がい者のスポーツ人口の増
大と競技力の向上に取り組むとともに、パラアスリートと子どもの交流を主
軸に心のバリアフリーの醸成に努めます。

市民スポーツ活動推
進事業

生涯スポーツを振興するため、公益財団法人高松市スポーツ協会、総合型
地域スポーツクラブと連携しながら、各種事業を実施するとともに、サン
ポート高松トライアスロン大会などのスポーツ大会を開催し、市民のスポー
ツに対する関心や興味をより高め、市民のスポーツ実施率の向上に取り組
みます。
また、スポーツ推進委員を通じて、スポーツに関する指導・助言やスポーツ
行事の企画運営等を行います。

主な具体的な事業

全国高校総体(2022)
開催準備事業

令和４年に四国で開催される全国高校総体の競技を円滑に進めるため、必
要となる環境を整備するなど準備を進めます。

東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック関
連事業

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、機運を盛り上げる
とともに、市民のスポーツに対する関心や興味をより一層高めるため、事前
合宿の誘致・実施を始め、オリンピアン・パラリンピアンと市民との交流や
聖火リレーを実施し、スポーツ人口の拡大に取り組みます。

　公益財団法人高松市スポーツ協会などの各種団体と連携し、スポーツカーニバル、

トリムの祭典、遠泳大会、庵治マラソン等を開催するとともに、一定の資格を有したス

ポーツ指導者を認定・派遣する高松市アドバイザースポーツシステム（通称：TASS（タ

ス））や、スポーツボランティアの登録・派遣を行う高松市スポーツボランティア（通称：

TASVO（タスボ））を構築するなど、市民のスポーツ実施率の向上に努めました。

　また、障がい者のスポーツ推進を図るため、第29回日本パラ陸上競技選手権大会を

屋島競技場で開催したほか、市民のスポーツに対する関心や興味をより一層高めるた

め、サンポート高松トライアスロン大会を開催しました。

市民スポーツ活動の推進

【基本目標1】創造性豊かで人間中心のまちを創る

1-(3)　元気を生み出すスポーツの振興

1-(3)-①

現状

　市民に様々なスポーツに関心を持ってもらう機会や参加する場を提供するととも

に、総合型地域スポーツクラブの育成を支援するほか、より効率的・効果的にスポーツ

を振興するため、スポーツ関係団体の更なる連携と事務の効率化などに取り組みます。

　また、大規模な大会を誘致するための拠点となる、屋島競技場を始めとした、本市体

育施設の環境整備に取り組みます。

　併せて、大会開催を契機としたスポーツ参画人口及び交流人口の拡大、スポーツを

資源としたまちづくりに取り組みます。

具体的な施策の概要

　健康分野との連携を強化し、市民の健康づくり、健康寿命の延伸に取り組む必要が

あります。

　市民のスポーツ実施率の向上に向け、障がいの有無等に関わらず、より多くの市民

が参加できるよう、スポーツ・レクリエーション等のイベントについて、継続的な改善

を行い、総合型地域スポーツクラブへの育成支援、高松市スポーツ推進委員の資質向

上・連携強化を図り、市民がスポーツに触れる機会・場を提供するための環境づくりが

必要です。

課題
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トップスポーツ4チームのホーム
ゲーム観戦者数

重要業績
評価指標
（KPI）

トップスポーツチー
ム試合観戦者数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

113,138人

地域密着型トップス
ポーツチーム支援事
業

（令和6年度）

185,400人

本市から全国への情報発信を始め、市民のふるさと意識の高揚やスポーツ
振興を通じた市民の健康増進等を図るため、地域密着型トップスポーツ
チーム（複数の都道府県にまたがって活動するリーグに所属し、地域に拠点
を置くプロ若しくはこれに類したスポーツチーム）を支援します。

主な具体的な事業

　地域密着型トップスポーツチームのホームゲームにおける高松市ホームタウンデーや

児童観戦誘致事業では、集客イベントや市民無料招待を行い、試合観戦誘致に努めま

した。

　また、ホームタウン推進事業では、市民と選手が触れ合う機会を提供し、応援機運の

醸成に努めました。

トップスポーツの振興

【基本目標1】創造性豊かで人間中心のまちを創る

1-(3)　元気を生み出すスポーツの振興

1-(3)-②

現状

　地域密着型トップスポーツチームを支援するとともに、市民の試合観戦・応援機会を

提供します。

具体的な施策の概要

　指標としている試合観戦者数の伸び悩みは、ホーム試合数の減少や、チームの成績が

要因となることもありますが、引き続きチームと連携し、市民と選手が触れ合う機会を

提供するなど試合観戦の誘致を継続していく必要があります。

課題

今後実施を
検討する取組

・トップスポーツのオフシーズンにおける市民参加型イベントの企画・実施



5

39

施
策
体
系
と
講
ず
べ
き
施
策　

（
人
口
減
少
を
抑
制
す
る
戦
略
）

5
施
策
体
系
と
講
ず
べ
き
施
策　

（
人
口
減
少
を
抑
制
す
る
戦
略
）

40

本市の主要観光地（屋島・玉藻公
園・塩江温泉郷）利用者数

重要業績
評価指標
（KPI）

本市の主要観光地利
用者数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

763千人

屋島活性化推進事業

（令和6年度）

1,060千人

屋島の活性化に向け、屋島の有する特性・価値を将来にわたり継承しつつ、
市民を始め、広く屋島を訪れる人々に知ってもらうため、平成25年１月に策
定した「屋島活性化基本構想」に基づく、具体的施策・事業を迅速かつ効果
的に実施し、世界に誇れる本市のシンボルとなる屋島として再生を目指しま
す。
また、本市への観光客の誘引を促進するため、屋島山上からの眺望を最大
限に活用しながら、民間が行う活動の拠点、コンベンションの会場、多様な
観光客へのガイダンス機能など、観光屋島の再生の核となる多機能施設と
して、屋島山上拠点施設の整備を進めます。

主な具体的な事業

　民間事業者、大学等と連携して、本市ならではの歴史文化や地域特性を演出できる

屋島、玉藻公園、塩江温泉郷等の観光資源を活用し、その価値を実感できる各種イベ

ントを実施しています。

観光資源の活用と創出

【基本目標1】創造性豊かで人間中心のまちを創る

1-(4)　訪れたくなる観光・ＭＩＣＥ（マイス）の振興

1-(4)-①

現状

　瀬戸内海や史跡・温泉など、本市の特色ある観光資源をいかしながら、夜型観光や

食文化の魅力を創出するとともに、シーフロントのサンポート高松を始め、その周辺の

文化財や観光施設、コンベンション施設のほか、本州・四国間を結ぶ地域の重要な海上

交通である神戸市との定期航路の効果的な活用による、地域間交流の促進を図るな

ど、国内外からの交流人口の拡大に取り組みます。

　また、行政主導ではなく、地域住民や民間事業者が自立・主体的に観光資源を創出

し、運営する体制の確立に取り組むとともに、民間主導の特色ある観光イベントを支援

し、各種イベントの入込客数の増加に取り組みます。

具体的な施策の概要

　多くの観光客に訪れてもらうためには、各種イベントの充実を図るとともに、香川県及

び観光関連事業者と連携しながら、観光客の受入環境を整備する必要があります。

課題

今後実施を
検討する取組

・屋島、玉藻公園、塩江等、本市の歴史文化を味わえる観光資源の更なる活用
・観光資源としての瀬戸内の島（男木島、女木島、大島）の更なる活用
・あじ竜王山公園や屋島山上へのアクセスルートを始めとする観光案内板の設置な  
　ど、自転車利用者向けの環境整備の推進
・商店街における「たまり場」スペースの活用と、夜型観光メニューの充実
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会後の観光客の動向も見据えた、観
　光メニューの造成

高松城跡（玉藻公園）
をいかした観光振興
事業

高松城跡（玉藻公園）の観光拠点としての知名度アップと観光客の増加を図
るため、バーチャル高松城事業、和船体験事業等の体験型コンテンツを提
供するとともに、民間事業者や大学等と連携しながら、夜型観光を充実させ
るイベントを行います。

温泉をいかした塩江
地域の観光振興事業

観光客のニーズや嗜好、環境の変化等に的確に対応し、地域の持つ魅力を
向上させて塩江地域の活性化を図るため、塩江温泉郷観光活性化基本構想
に基づき、温泉をいかした塩江地域の観光振興に取り組みます。

観光客受入環境整備
事業

本市に滞在中の観光客等の満足度向上を図るため、高松駅や高松空港、中
央商店街等で公衆無線LANサービス「かがわWi-Fi高松」を整備するととも
に、観光客等の困りごと解決を図る学生のボランティア団体「高松外国人観
光客お助け隊」の活動を支援します。

観 光 連 携 プ ラ ット
フォーム推進事業

観光に関連する事業者・団体等が行っている観光振興の取組を情報共有
し、連携や協働を行うため、「高松観光まちづくりネットワーク推進委員会」
と連携して、研修事業や観光課題解決に向けた事業を行います。

観光イベント振興事
業

本市の代表的なイベントである高松まつりを始めとする観光振興に資する
事業について、更なる観光誘客につながる魅力あるイベントとして継続して
いけるよう、積極的に情報発信等を行っていきます。
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エクスペリエンス高松のホームペー
ジ閲覧件数

重要業績
評価指標
（KPI）

エクスペリエンス高
松（ホームページ）
閲覧件数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

136,466件

誘客促進事業

（令和6年度）

145,000件

本市への誘客を促進するため、香川県と連携し、高松空港への直行便が就
航している台北、上海、ソウル、香港などを対象に観光キャンペーンなどを実
施するほか、多言語対応可能な観光案内所の運営や、クルーズ客船等の誘
致・受入事業を行います。
また、高松市、岡山市、広島市、松山市の４市で構成する「瀬戸内４県都市長
会」で観光客誘致事業を実施するとともに、（公財）高松観光コンベンショ
ン・ビューローへ補助金を交付し、国内、海外からの観光客の本市での滞在
の促進に取り組みます。

主な具体的な事業

　香川県と連 携しながら、国内外でのイベントにおいて観光パンフレット等の誘客

ツールを活用するとともに、５言語（日本語・英語・韓国語・中国語（繁体字・簡体字））

対応の本市観光情報発信サイト「エクスペリエンス高松」による情報発信を行うこと

で、国内外からの誘客に取り組んでいます。

観光情報の効果的発信

【基本目標1】創造性豊かで人間中心のまちを創る

1-(4)　訪れたくなる観光・ＭＩＣＥ（マイス）の振興

1-(4)-②

現状

　観光客の関心が高い「食」について、本市でなければ体験できないような魅力や店

舗等の情報を、効果的なツールを用いて、これまで以上に積極的に発信していきます。

　併せて、瀬戸内海の島々や景観、高松城跡、屋島、塩江温泉郷を始めとする本市の観

光資源の新たな魅力の発掘を図り、年間を通じて、夜型観光、体験型観光コンテンツ

の情報発信に取り組み、交流人口の拡大を図ります。

具体的な施策の概要

　本市ならではの魅力的な体験型コンテンツやインスタ映えスポットを紹介する「旅マ

エ」情報のみならず、滞在中にストレスを感じないように、「旅ナカ」でのお役立ち情報の

充実を図ることで、宿泊観光客を増加させることが必要です。

課題

今後実施を
検討する取組

・観光と商店街での買物を絡めたPRや仕組みづくり

「 気 持 ち 高 まる 、高
松。」シティプロモー
ション事業

観光・ＭＩＣＥの誘致を始め、話題性と先進性のあるシティプロモーション
施策に体系的に取り組み、本市に対するポジティブなイメージの浸透を図る
ことで、市民のシビック・プライドの醸成や移住・定住促進などにつなげるた
め、全体的な都市ブランドイメージの向上に取り組みます。

観光客誘致宣伝事業 観光パンフレットの作成や県内外への発送、高速道路出口に塩江温泉郷の
案内看板を設置するなど、観光客を誘致するため、本市をＰＲします。
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1年間に高松エリアで開催されたコ
ンベンション数

重要業績
評価指標
（KPI）

コンベンション数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

217件

ＭＩＣＥ振興事業

（令和6年度）

309件

本市が有するＭＩＣＥ開催に必要な機能の更なる充実や有機的な連携を図
ることにより、高松ならではのＭＩＣＥ誘致を展開するため、ＭＩＣＥ振興戦
略に基づく振興策を推進します。

主な具体的な事業

　産業振興に結びつく交流人口の拡大や都市ブランド力の向上に着目して、各地でＭ

ＩＣＥ施設の新設や増床が相次いでおり、ＭＩＣＥ誘致を巡る国内及び国際間での競

争が激化しています。

ＭＩＣＥ（マイス）の誘致促進

【基本目標1】創造性豊かで人間中心のまちを創る

1-(4)　訪れたくなる観光・ＭＩＣＥ（マイス）の振興

1-(4)-③

現状

　公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー、香川県ＭＩＣＥ誘致推進協議会

との連携を強化して誘致訪問件数を増加させるとともに、プロモーション映像等の誘

致ツールを用いて本市ならではの産業や、文化芸術、スポーツ、アフターコンベンショ

ンに関する情報を発信し、大規模コンベンション等の誘致に取り組みます。

具体的な施策の概要

　激しい都市間競争に打ち勝つために、関係機関がこれまで以上に連携しながら、他

都市との区別化が可能な魅力的な観光資源を活用した誘致活動を強化することが必

要です。

課題

観光コンベンション
振興推進事業

公益財団法人高松観光コンベンション・ビューローに、年間の運営補助を拠
出し、本市の経済活性化はもとより、国際会議観光都市・高松のイメージ
アップに取り組みます。

大学等の魅力向上への取組

【基本目標2】若者から選ばれるまちを創る　

2-(1)　大学等高等教育の充実

2-(1)-①

包括協定を結んでいる大学等の定
員に対する学生・生徒数の割合

重要業績
評価指標
（KPI）

包括協定を結んでい
る大学等の学生・生
徒の充足率

指標名 指標の説明 実績値 目標値

99.1%

大学等連携による地
域の魅力発信事業

（令和6年度）

99.7%

地元大学等の魅力向上に資する事業の支援を行うことで、地元大学等の魅
力向上を図るとともに、大学等の学生を呼び込むなどのため、学生の視点を
いかしながら高松の魅力向上につながる事業に取り組みます。

主な具体的な事業

　地域の活性化に貢献し、地域に定着する意欲のある人材育成を図るため、地元大学
等の魅力向上に資する事業の支援や、学生の視点をいかしながら地域の魅力を発信す
る事業に取り組んでおり、令和元年度からは、香川県内の大学等に在籍する学生が、学
生証等の提示により、市内の文化施設等の観覧料を無料とする「キャンパスメンバーズ
制度」を実施しています。
　また、大学においても他大学との交流事業等が積極的に行われており、大学の魅力
向上に向けた取組が進められています。

現状

　香川大学が東京圏の大学と包括連携協定を締結し、教育プログラムを通して相互交
流する取組などを支援することにより、地元大学の魅力向上、地域の活性化を図ります。
　また、本市の行政課題へ迅速かつ的確に対応するため、地域の人的・知的資源であ
る大学等と多分野・多面的な連携を推進することにより、個性豊かな地域社会の形成
と地域の課題解決を図り、地域の更なる発展を目指します。

具体的な施策の概要

　大学等と積極的な情報共有を図ることで、より効果的な取組を創出することが求め
られるとともに、香川県及び県内各市町とも連携した大学等高等教育の他都市との区
別化を図ることが求められます。

課題

専門職短期大学設置
支援事業

地域の活性化を担う人材の輩出や、若者の県外流出の抑制等を図るため、
高松市公共施設再編整備計画（１次）案において、有識者等の意見を反映し
た総合評価で「2022年度末までに売却を含めた廃止を検討する」こととさ
れていた高松テルサ（平成31（2019）年３月末廃止）を有効活用し、学校法
人穴吹学園が構想する「専門職短期大学」の設置を支援します。

今後実施を
検討する取組

・大学との連携事業による成功事例の情報発信



5

45

施
策
体
系
と
講
ず
べ
き
施
策　

（
人
口
減
少
を
抑
制
す
る
戦
略
）

5
施
策
体
系
と
講
ず
べ
き
施
策　

（
人
口
減
少
を
抑
制
す
る
戦
略
）

46

就業支援の推進

【基本目標2】若者から選ばれるまちを創る

2-(2)　就業環境の充実

2-(2)-①

中小企業等表彰事業（働き方改革
部門）の表彰事業者の延べ団体数

重要業績
評価指標
（KPI）

中小企業等表彰事業
（働き方改革部門）の
表彰事業者延べ数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

－

就業支援推進事業

（令和6年度）

12団体

就業支援の推進及び労働者の就業環境の向上、中小企業の人材確保に資す
るため、中小企業等表彰による市内優良企業のＰＲや労働関係情報の発信
等を行います。

主な具体的な事業

　市内企業等に光をあて、広く市民に紹介するため、新たな中小企業等表彰制度を創

設し、その中で、「働き方改革」の視点から優れた取組を実施している企業等を表彰す

る部門を設けました。それに合わせ、市内におけるワーク・ライフ・バランス等を推進す

るために実施してきた既存の表彰制度の整理等を行いました。

現状

　市内企業において、働き方改革関連法への対応が適切に実施されるよう、関係機関

と連携し、周知・啓発に取り組みます。

　また、働き方改革関連法の趣旨を踏まえ、女性活躍の推進に積極的に取り組む企業

や従業員の健康づくりに主体的に取り組む企業等を表彰するなど、働きやすい職場づ

くりを推進する企業等の取組を促進するとともに、若者や就業者等に広報します。

具体的な施策の概要

　働き方改革関連法の中小企業への本格的適用を控える中、市内企業における対応が

迅速に進むよう支援する必要があります。

　また、高等学校卒業後の人材流出の抑制や、本市への定着、さらには中小企業の人

材確保等が課題となる中、積極的に就業環境の充実に取り組む市内企業等の存在を、

若者や就業者等に認知してもらう必要があります。

課題

多文化共生のまちづくり

【基本目標2】若者から選ばれるまちを創る

2-(3)　国際・国内交流の推進

2-(3)-①

翻訳・通訳を行った回数重要業績
評価指標
（KPI）

翻訳・通訳回数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

836回

多文化共生推進事業

（令和6年度）

940回

近年増加する外国人住民等を支援するため、外国語に専門性を有する職員
を配置し、案内表示板、チラシ等の翻訳や、通訳業務を行うなど、多文化共
生のまちづくりを推進します。

主な具体的な事業

　本市に住民登録をしている外国人は、ベトナムなど東南アジア出身者の急激な増加

により、この10年間で約45%増えており、いわゆる「出入国管理法」の改正により、今

後、外国人住民の更なる増加が予想されています。

現状

　近年増加する外国人住民等を支援するため、外国語に専門性を有する職員を配置

し、案内表示板、チラシ等の翻訳や、通訳業務を行うなど、多文化共生のまちづくりを

推進します。

具体的な施策の概要

　本市では、行政資料の多言語化のほか、窓口での職員による通訳支援や、タブレット

端末の配置による、外国人住民とのコミュニケーションの確保に努めています。

　今後、庁内で一体感のある施策を展開し、外国人住民にとって、生活しやすい環境を

整えるために、庁内横断的な組織体制の整備などについて、他都市の状況を調査・研

究していく必要があります。

課題
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選ばれる地域づくりの推進

【基本目標2】若者から選ばれるまちを創る

2-(4)　移住・定住の促進

2-(4)-①

　「たかまつ移住応援隊」などと連携し、本市の魅力や暮らしやすさなどの情報発信

に努めるとともに、東京都内に移住と就職の相談窓口として、「瀬戸・たかまつ移住＆

キャリアサポートセンター」を開設するなど、首都圏などからの本市への移住・定住

を促進しています。

　また、「政策コンテスト」などを実施し、地域への愛着を深めてもらうなど、地元定

着を図っています。

現状

　人口減少、少子・超高齢社会に対応するため、香川県や関係団体等と連携しながら、

若者から選ばれ、移り住みたいと思える地域づくりを推進します。

具体的な施策の概要

　若者や本市に支店等を置く企業が県外に流出しており、社会動態に大きく影響して

います。

　働く場の確保も含め、地元の良さの再認識、シビックプライドの醸成に取り組む必要

があります。

課題

高松市移住ナビのホームページ閲
覧件数

重要業績
評価指標
（KPI）

高 松 市 移 住 ナ ビ
（ホームページ）閲覧
件数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

35,735件

移住・定住促進事業

（令和6年度）

36,500件

本市への移住・定住人口の増加を図るため、市民や企業・団体等からなる
「たかまつ移住応援隊」との連携による情報発信や相談対応などを始め、
「起業・就業（仕事）のしやすさ」、「生活のしやすさ」、「子育てのしやすさ」と
いった本市の特性や強みをいかした各種の移住・定住促進方策に取り組み
ます。

主な具体的な事業

生涯活躍のまちづく
り推進事業

中高年齢者の希望に応じた暮らしの実現や地域住民の多世代交流を促進
するため、移住者を含めた地域住民が主体となり本市の特性や強みをいか
した地域づくりを目指す、「生涯活躍のまち」の理念を反映したまちづくりを
推進します。

政策コンテスト開催
事業

本市の将来を支える若者のアイデアを本市の政策に取り入れるとともに、若
者の地元への愛着を深め、地元への定着につなげるため、政策コンテストを
開催します。

地域おこし協力隊活
動事業

人口減少により地域力が低下している山間部や島しょ部において、地域力の
維持や活性化に資するため、都市地域等からの人材を積極的に誘致し、「地
域おこし協力隊」を配置します。

今後実施を
検討する取組

・関係人口の創出・拡大に向けた更なる取組
・情報通信関連産業などの若者が魅力を感じる働く場の創出
・ICT人材の定住促進
・家や土地の貸出による「お試し移住」に関する取組の実施
・移住者や観光客に対する救急艇の積極的なＰＲ展開
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子どもの心身の健やかな育ちへの支援

【基本目標3】子どもを生み育てやすいまちを創る　

3-(1)　子どもが健やかに生まれ育つ環境の充実

3-(1)-①

　子育て世代包括支援事業では、子育て世代包括支援センターの設置や子育て世代

包括支援ネットワーク会議の実施などにより、妊娠期からの支援の実施や関係機関

との連携強化を図っています。

　こんにちは赤ちゃん事業は、90％以上の訪問実施率を維持しています。

　不妊治療支援事業については、令和元年10月から助成対象を一般不妊治療（人工

授精）にも拡充し、より多くの対象者の経済的な負担を軽減することで少子化対策を

推進しています。

現状

　妊娠・出産・育児などに対する不安を解消し、安心して子どもを生み育てられる環境

をつくるため、妊産婦や乳幼児に対する健康診査を始め、発達段階に応じた母子保健

事業の充実を図ります。

具体的な施策の概要

　切れ目ない支援の充実を図るため、引き続き、関係機関との連携強化や各種事業の

周知等を行っていくほか、保健師・母子保健コーディネーターの資質向上が必要です。

課題

1歳6か月児健康診査対象者のうち
受診した割合

重要業績
評価指標
（KPI）

１歳６か月児健康診
査受診率

指標名 指標の説明 実績値 目標値

94.1%

妊娠期からの子育て
世代包括支援事業

（令和6年度）

95.5%

子育て期にある若い世代が安心して妊娠、出産、子育てができる環境の実
現に向け、妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対応するため、保健
センター及び総合センター内に整備した、総合的相談支援を提供するワン
ストップ拠点（子育て世代包括支援センター）に配置している母子保健コー
ディネーターを中心に、「妊娠・出産・子育て」の切れ目ない支援に取り組み
ます。

主な具体的な事業

不妊治療支援事業 子どもを望む夫婦の、不妊治療にかかる経済的・精神的な負担を軽減する
ため、特定不妊治療及び一般不妊治療（人工授精）に要する費用の一部を
助成するとともに、関係機関と連携し、不妊に関する悩み等への相談支援
を行います。

こんにちは赤ちゃん事
業（新生児訪問指導）

生後間もない乳児がいる家庭を助産師や保健師が訪問し、育児に対する不
安の解消及び産褥期・乳児期の健康の保持増進や育児支援を図ります。

【基本目標3】子どもを生み育てやすいまちを創る　

3-(1)　子どもが健やかに生まれ育つ環境の充実

健やかな成長を促す学びへの支援3-(1)-②

　教育・保育の受け皿の確保や環境の改善を図るとともに、保護者の就労状況にか

かわらず、教育と保育を一体的に提供できる認定こども園の普及を推進しています。

現状

　乳幼児期において、質の高い教育・保育が一体的に提供できるよう、認定こども園へ

の移行を促進するほか、こども未来館を有効活用しながら、子どもの成長段階に応じ

た、多様な体験学習の機会を提供することで、子どもの創造力や探究心を育むととも

に、次代の親の育成にも取り組みます。

具体的な施策の概要

　乳幼児期は、子どもにとって、人間形成の基礎を培う重要な時期であることから、質

の高い教育・保育を提供することが求められています。

課題

教育・保育施設のうち認定こども
園の施設数

重要業績
評価指標
（KPI）

認定こども園数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

17施設

こども未来館わくわ
く体験事業

（令和6年度）

23施設

子どもの夢や想像力を育み、健やかな成長に資するとともに、子どもを中心
とした幅広い世代の人々の交流を促進するため、こども未来館において、公
募によるイベントプログラムのほか、開館記念日には、こども未来館まつり
を実施します。

主な具体的な事業

保育所・幼稚園等へ
の芸術士派遣事業

絵画や造形などの専門家である芸術士を保育所・こども園・幼稚園へ派遣
し、それぞれの芸術分野をいかしながら、子どもが持っている感性や創造力
を伸ばしていけるよう導きます。

私立保育所・幼稚園
等施設整備補助事業

教育・保育環境の改善、施設の保持等を図るため、私立保育所等が実施する
耐震性を確保するための施設整備に対して支援を行います。

公立保育所・幼稚園等
施設整備事業

子どもたちが健やかに育つ環境をつくるため、高松市立幼保連携型認定こ
ども園整備基本計画や施設の老朽化の状況を踏まえ、公立保育所・幼稚園
等の施設整備を実施します。

私立認定こども園等
施設型給付事業

私立認定こども園及び施設型給付を受ける私立幼稚園に対し、教育・保育
などの実施に要する費用を負担します。
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52

【基本目標3】子どもを生み育てやすいまちを創る　

3-(1)　子どもが健やかに生まれ育つ環境の充実

配慮を要する子どもと保護者への支援3-(1)-③

　関係機関と連携し、児童虐待を始めとする要保護児童の早期発見や保護など、適

切な対応に努めるほか、自立支援プログラムの策定によるひとり親家庭の就労支援

や、養育支援訪問事業等、様々な側面からの支援を行っています。

現状

　関係機関と密接に連携し、市民にとって身近な相談体制の充実強化を図るととも

に、地域においては、コミュニティや保護者等の各種団体と協働し、子どもの見守り体

制を推進します。

　また、子ども家庭総合支援拠点を設置することにより、支援体制の強化を図り、支援

の必要な家庭に対して、関係機関と連携を図りながら、状況の改善につなげます。

具体的な施策の概要

　近年、家庭が抱える問題は、多様化、複雑化していることに加え、地域社会から孤立

していることが多く、自らSOSを発信できず、周囲からの支援を受けることもできてい

ない家庭が少なからず存在しており、そのような家庭にも対応するための体制づくりが

必要です。

課題

母子・父子自立支援プログラム策
定者のうち就職に至った割合

重要業績
評価指標
（KPI）

自立支援プログラム
策定者の就職率

指標名 指標の説明 実績値 目標値

72.2%

医療的ケア児保育支
援事業

（令和6年度）

90.5%

保育所等の利用を希望する集団保育が可能な医療的ケア児を安全に受け入
れるため、保育所等における受入体制を整備し、医療的ケア児の保育を実施
します。

主な具体的な事業

養育支援訪問事業 養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師、助産師、保育士等の資格を持
つ養育支援員が、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うこと
により、当該家庭の適切な養育の実施を確保します。

要保護児童対策事業 関係機関等と連携し、児童虐待を始めとする要保護児童の早期発見と保護
や適切な対応に努め、その家族を支援するとともに、児童虐待防止啓発活
動を行います。

母子家庭等就業・自
立支援事業

母子家庭等の自立支援のため、就職支援セミナーや就業に結びつく可能性
の高い技術・資格を有するための就業講習会等を実施するほか、面会交流
支援事業の利用料の一部を補助します。

発達障がい児等支援
事業

発達障がい等のあるケースに適切に対応するため、公立保育所等に発達障
がい児等支援員を配置するとともに、私立保育所等に対して、要支援児童
を保育するために必要な経費の一部を負担するなどの支援を実施します。

ひとり親家庭子育て
支援事業

ひとり親家庭の子育ての負担軽減を図るため、たかまつファミリー・サポー
ト・センターが実施する援助活動の利用料の一部を補助します。
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54

【基本目標3】子どもを生み育てやすいまちを創る　

3-(1)　子どもが健やかに生まれ育つ環境の充実

地域における子育て支援3-(1)-④

　子ども医療費の助成や多子世帯の保育料減免など、各種の経済的な支援を行った

ほか、地域子育て支援拠 点事業など、子育て家庭に対するサポート体制の充実を図

り、子育てしている保護者の負担を軽減しています。

現状

　全ての子育て家庭が孤立することなく、心身ともにゆとりをもって子育てができるよ

う、子ども医療費の助成や多子世帯の保育料の減免など、各種の経済的な支援を行う

ほか、地域社会全体で子育て家庭を支援するため、地域子育て支援拠点事業など、子

育て家庭に対するサポート体制の充実を図ります。

具体的な施策の概要

　地域ぐるみの子育て支援の充実が求められていることから、様々な形態や種類の子

育て支援団体との相互交流とネットワークづくりや連携強化など、体制の強化が必要

です。

課題

民間が実施するこども食堂等の箇
所数

重要業績
評価指標
（KPI）

こども食堂等箇所数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

14か所

こども食堂等支援事
業

（令和6年度）

29か所

核家族や共働き、ひとり親家庭などの増加に伴い、一人で食事をする「孤食」
となる子どもが増えている中、子どもの孤食を防止するほか、安らげる場所
を確保するため、子どもたちに無料又は安価で温かく栄養バランスの取れ
た食事を提供するとともに、地域住民とのつながりの強化や学習・生活習慣
についての支援も行う「こども食堂」等の開設や運営に係る費用の一部を
補助します。

主な具体的な事業

地域子育て支援拠点
事業

子育て親子が気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流
するための場を提供することにより、安心して子育て・子育ちができる環境
を整備し、地域の子育て支援機能の充実を図ります。

子育て支援対策推進
事業

子育て支援総合情報発信事業、こども未来ネットワーク会議などの、地域に
おける各種子育て事業を支援します。

子育て相談事業 子育てに関する多種多様な相談に、専門の相談員が対応し、適切な窓口や
専門機関を紹介します。

子ども医療費助成事
業

入院・通院ともに中学校卒業（０歳から15歳年度末）までの子どもに対し
て、保険診療に係る自己負担分を助成します。

多子世帯保育料等減
免事業

保育所等に入所している０歳から２歳児の多子世帯の保育料等を減免しま
す。



5

55

施
策
体
系
と
講
ず
べ
き
施
策　

（
人
口
減
少
を
抑
制
す
る
戦
略
）

5
施
策
体
系
と
講
ず
べ
き
施
策　

（
人
口
減
少
を
抑
制
す
る
戦
略
）

56

【基本目標3】子どもを生み育てやすいまちを創る　

3-(1)　子どもが健やかに生まれ育つ環境の充実

子育てと仕事の両立支援3-(1)-⑤

　保護 者の多様な保育ニーズに対応した、延長保育、一 時預かり、病児保育、ファミ

リー・サポート・センター事業などの保育サービスを提供したほか、保育所や放課後

児童クラブの受け皿の確保などに取り組んでいます。

現状

　女性の就業率の上昇に対応した、保育所や放課後児童クラブなどの受け皿の確保に

努めるとともに、保護者の就労形態や就労時間の多様化に対応した、多様な保育サー

ビスを提供します。

　また、保育士等の人材の確保・質の向上を図るとともに、認可外保育施設に対し、適

切な指導監督や研修、助成を行い、保護者が安心して預けられる環境整 備に努めま

す。

具体的な施策の概要

　就労形態の多様化などにより、子育てに関するニーズが多様化していることから、幅

広い保育サービスの提供が求められています。

　また、放課後児童クラブの利用ニーズは高く、受け皿の確保が必要です。

課題

4月1日現在での保育施設等待機
児童数

重要業績
評価指標
（KPI）

保育施設等待機児
童数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

62人

放課後児童クラブ事
業

（令和6年度）

0人

保護者が就労等により昼間家庭にいない児童の健全な育成を図るため、授
業の終了後等に、小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊びや生
活の場を提供するとともに、学童保育を実施する社会福祉法人等を支援す
ることにより、子育て支援の充実を図ります。

主な具体的な事業

放課後子ども教室事
業

放課後等における児童の安全で安心な居場所づくりのため、地域の協力を
得ながら、各校区に、コーディネーター、教育活動推進員、教育活動サポー
ターなどを配置し、学び、スポーツ、文化活動、地域の方々との交流活動等を
行います。

ファミリー・サポート・
センター事業

仕事と育児の両立を支援するため、地域において子育ての援助を受けたい
人と行いたい人からなる会員組織として、ファミリー・サポート・センターを
設置し、子育てに関する相互援助活動などを行います。

保育士確保緊急対策
事業

待機児童の確実な解消に向けて、特に保育士不足傾向にある私立保育所等
における保育士の確保を図るため、期間限定で潜在保育士や新卒保育士の
市内保育施設への就職を支援する緊急対策事業を実施することにより、待
機児童の受け皿づくりを進めます。

病児保育事業 児童が、病気の回復期に至らないが、当面の症状の急変が認められない場
合に、児童を医療機関等に付設の保育室で一時的に預かることより、子育
てと仕事の両立ができる環境を整備します。

認可外保育施設支援
事業

認可外保育施設に入所している児童の福祉向上や保護者の経済的負担の
軽減を図るため、認可外保育施設に対し補助するほか、施設に入所している
第２子以降の児童の保護者に対して補助するなどの支援を実施します。

私立保育所運営支援
事業

私立保育所において、保育を必要とする乳幼児に対して、心身ともに健やか
に保育を行うために要する費用を支弁します。
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58

【基本目標3】子どもを生み育てやすいまちを創る　

3-(2)　男女共同参画社会の形成

男女共同参画の推進3-(2)-①

　男女共同参画社会基本法に基づき、「たかまつ男女共同参画プラン」を策定し、各種の

施策を総合的かつ計画的に推進していますが、人々の意識の中にある固定的性別役割

分担意識は、社会全体において根強く残っています。

　特に、働く場においては、女性の力が十分に発揮できているとは言い難い現状である

ことから、女性が活躍できる社会環境の整備に向けた一層の取組が求められています。

現状

　男女共同参画週間行事や男女共同参画市民フェスティバルの開催など、様々な機会

を通して、男女共同参画及び多様性を尊重する社会づくりに向けての意識の醸成を図

ります。

　また、男女共同参画センターを拠点として、男女共同参画に関する情報提供や相談

事業を実施するほか、幅広い世代の男女を対象にした男女共同参画に関する学習機会

を確保します。

　さらに、女性の職業生活における活躍を推進するため、企業等における女性活躍の

推進や働き方改革、また、必要な環境整備を図ることなどにより、ワーク・ライフ・バラ

ンスを推進します。

具体的な施策の概要

　固定的性別役割分担意識は、個人の個性と能力の発揮を妨げる背景となっており、

男女共同参画の意識づくりを促し、その定着と浸透を図るとともに、女性が希望に応じ

た働き方が実現でき、性別にかかわらず、仕事と家庭を両立させながら、充実した暮ら

しを送ることができる環境づくりを実現する必要があります。

課題

本市審議会等における女性委員の
割合

重要業績
評価指標
（KPI）

審議会等における女
性委員の割合

指標名 指標の説明 実績値 目標値

39.4%

男女共同参画社会推
進事業

（令和6年度）

44.0%

男女共同参画都市宣言（平成９年12月）の趣旨を踏まえ、関係機関や関係
団体と連携・協力し、男女共同参画社会の実現に向けた各種行事等を実施
します。

主な具体的な事業

女性の活躍促進事業 市内企業での積極的な女性の活躍促進やワーク・ライフ・バランスの推進、
また、男性の育休取得率向上を図るため、企業等のトップや管理職、女性社
員、学生等を対象とした各種セミナーや講座を開催するほか、事業主行動計
画の策定などを支援するためのアドバイザー派遣等を行います。
また、女性の活躍推進が強く求められている中、令和２年度で計画期間が終
了する第４次男女共同参画プランについて、男女共同参画に関する継続し
た取組を推進するため、次期男女共同参画プランを策定します。
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【基本目標3】子どもを生み育てやすいまちを創る　

3-(3)　社会を生き抜く力を育む教育の充実

確かな学力の育成3-(3)-①

　総合的な学力向上の推進については、学習状況調査から、小・中学校とも、「思考力・

判断力・表現力」については、おおむね定着していると言えます。

　特に英語教育や特別支援教育の推進については、社会情勢の変化が加速する中、

様々な人々と共に生きていく資質・能力の育成が求められています。

現状

　知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や総合的な学力向上を図るため、

学習指導要領の趣旨に沿った教育課程の編成や少人数学級の推進、学校ニーズに応じ

た特別支援教育支援員・サポーター、英語指導補助員等を配置するなど、きめ細かな

指導に取り組むとともに、特別な支援を必要とする子どもたちの教育や指導を充実さ

せます。

　また、自主と自立による自由の精神を備えた人間を育成するため、高等学校教育の

充実などにより、確かな学力の育成に取り組みます。

具体的な施策の概要

　総合的な学力向上の推進については、学力の二極化傾向が見られることから、「基礎

的・基本的な知識・技能」の定着を図る必要があります。

　また、令和２年度に全面実施される新学習指導要領の趣旨に沿った学習指導の工夫

が必要です。

課題

各校の評価得点（最高値4点、最低
値1点）の平均点

重要業績
評価指標
（KPI）

学校評価平均評価
得点（確かな学力の
育成に関すること）

指標名 指標の説明 実績値 目標値

3.25点

少人数学級推進事業

（令和6年度）

3.55点

施設面で対応可能な学校の小学校５・６年において少人数学級編制を行
い、個に応じた分かる授業を展開し基礎学力の定着を図ります。また、学習
面だけでなく生活面においても、個に応じた細やかな生徒指導を行い、児童
の安定した学校生活の推進を図ります。

主な具体的な事業

英語教育推進事業 中学校の英語教育の充実を図るとともに、コミュニケーション能力を育成
し、国際理解教育を推進するため、中学校への外国語指導助手（ＡＬＴ）の
配置を継続的に実施します。
また、小学校における英語教育を推進するため、各小学校へ学級担任ととも
に英語の指導を行う英語指導補助員を配置し、１年生から６年生を対象に、
小学校英語教育を実施するとともに、教育フォーラムにおいて英語体験教
室を開催します。

教育研究研修事業 「高松市生徒みらい議会」を開催し、生徒の代表がより良いまちづくりにつ
いてテーマごとにグループ会議を行い、未来の有権者として市政についての
関心と理解を深めます。
また、生徒会活動など学校の実態に合わせた取組を通して、ふるさと高松
に貢献する人材を育成するとともに、子どもの頃からの郷土愛の醸成を図
ります。
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【基本目標3】子どもを生み育てやすいまちを創る　

3-(3)　社会を生き抜く力を育む教育の充実

豊かな心と体を育てる教育の推進3-(3)-②

　児童生徒の心の育ちについては、規範意識、遵法の精神、より高い目標をもって挑戦

する態度、自己有用感の育成等が求められています。

　暴力行為、いじめ等の児童生徒の問題行動や不登校への対応については、関係機関と

連携して未然防止及び解消に取り組む必要があります。

　また、学校保健安全法に基づいた健康診断や、学校給食では、バランスの取れた食事

を提供し、健康の増進を図っています。

現状

　自他を尊重して関わり合う力や目標に向かって粘り強くやり抜く力、豊かな人間性や

社会性等を育むため、道徳教育、人権教育、小中連携教育、読書活動や体験活動、就学

前教育などを充実します。

　また、生徒指導上の諸課題の解消と未然防止に向けて、開発的・予防的な取組を推

進するとともに、不登校の子どもへの支援を行います。　

　さらに、地域の伝統文化を大切にする心情や態度及び高い志を育むふるさと教育を

推進します。

　このほか、子どもの健康の保持増進、望ましい生活習慣の形成及び安全な生活を営

むための知識・技能の獲得に向け、家庭や地域と連携して、運動に親しむ習慣づくりと

体力の向上、食育の推進と心身の健康づくりに取り組むなど、豊かな心と体を育てる

教育の推進に取り組みます。

具体的な施策の概要

　道徳教育の推進について、道徳の教科化に伴い、より一層の授業改善に努めていく

必要があります。

　暴力行為、いじめ、不登校等の生徒指導上の諸課題の解消については未然防止に向

けて、開発的・予防的な取組が求められています。

　また、全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果を踏まえた取組や、学校給食では、

計画的な食に関する指導等の充実が必要です。

課題

各校の評価得点（最高値4点、最低
値1点）の平均点

重要業績
評価指標
（KPI）

学校評価平均評価得
点（体力・運動能力の
育成に関すること）

指標名 指標の説明 実績値 目標値

3.20点

教育文化振興事業

（令和6年度）

3.55点

教育文化祭（音楽会、科学展、展覧会等）を通して、児童生徒の豊かな創造力
と表現力を育て、情操を高めるとともに、日常の学校教育活動の成果等を
広く市民に紹介します。
また、郷土の偉大な作家、菊池寛の作品を読む時間を設け、読書意欲の向上
を図るとともに、自己の生き方を深く考え、自らの夢と、高い志を育む契機
とします。
さらに、各校の実態に応じて地域ゆかりの偉人たちに関する学習を推進し、
道徳、特別活動、総合的な学習と連携することで、夢や高い志を育む教育を
推進するとともに、子どもの頃からの郷土愛の醸成を図ります。

主な具体的な事業

小中一貫・連携教育
推進事業

高松第一学園における小中一貫教育を充実させるとともに、その成果を踏
まえた小中連携教育を他の小・中学校で推進します。
また、平成28年度までの小中連携教育推進校の指定による研究・実践の成
果を基に全小・中学校における小中連携教育を充実し、中１ギャップの解消
等を図ります。

不登校対策事業 教育支援センター「新塩屋町　虹の部屋」「みなみ」の運営、ICTを活用した
学習支援システムの提供、フレンドシップ事業等を通して、不登校やその傾
向がある児童生徒への支援を行います。
保護者に対しては親の会や不登校を考える会を通して、情報提供や相談活
動を行います。
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【基本目標3】子どもを生み育てやすいまちを創る　

3-(3)　社会を生き抜く力を育む教育の充実

教員の資質向上と教員指導体制の充実3-(3)-③

　熟練教員の大量退職に伴い、若年教員が増加しており、中堅層のリーダーの育成と若

年教員の指導力の向上が求められています。

　また、新学習指導要領の全面実施を控え、その趣旨に沿った授業改善が求められてい

ます。

現状

　教員の各年代で求められる教員像の具現化や直面する教育課題の解決に焦点化し

た研修を実施し、教員の資質向上に努めます。

　また、学校評価の推進による学校運営の自立的・継続的な改善、地域住民・保護者と

協力して、開かれた信頼される学校づくりに取り組みます。

具体的な施策の概要

　新しく始まる小学校教科外国語やプログラミング教育など、これからの時代に必要

な資質・能力の育成や、いじめ・不登校など、複雑化する諸課題に対処するための指導

力の向上に取り組む必要があります。

課題

研修を受講した教職員の研修に対
する評価（最大４点）

重要業績
評価指標
（KPI）

研修評価

指標名 指標の説明 実績値 目標値

3.7点

高松型学校・地域連
携システム推進事業

（令和6年度）

3.8点

学校と地域が連携・協働し、子どもたちの学びや成長を支えるため、高松型
学校運営協議会を各小・中学校に組織し、学校とPTAや地域住民、各種団体
等の連携を図る高松型コミュニティ・スクールを推進します。

主な具体的な事業

教職員能力向上事業 教職員の資質・能力を向上させることを目的として、管理職研修や初任者研
修、節目研修等を実施し、学校課題の解決や学校教育の充実を図ります。

【基本目標3】子どもを生み育てやすいまちを創る　

3-(3)　社会を生き抜く力を育む教育の充実

学校教育環境の整備3-(3)-④

　小学校５年生から中学校３年生までの普通教室に電子黒板の設置が完了し、パソコン

教室のタブレット化に取り組んでいます。

　また、パイロット校に指定した小・中学校及びICT教育推進委員により、タブレット端

末やICT機器等を活用した授業を実践しています。

現状

　新学習指導要領のキーワードの一つであるアクティブ・ラーニングにつながるよう

に、ICT機器の積極的活用を促すとともに、教員が子どもと触れ合う時間、教材研究の

時間の確保に取り組みます。

具体的な施策の概要

　現在は、導入されたICT機器を、積極的に使うことに主眼を置いています。

　今後、新学習指導要領にあるアクティブ・ラーニングへの一つの手段として、ICT機

器を効果的に活用する必要があります。

課題

抽出による児童・生徒アンケート
で、ICTを活用した授業を分かりや
すいと回答した割合

重要業績
評価指標
（KPI）

ICTを活用した授業
を分かりやすいと回
答した児童・生徒の
割合（抽出）

指標名 指標の説明 実績値 目標値

65.0%

教育ICT整備・活用推
進事業

（令和6年度）

90.0%

小・中学校での授業におけるICT活用を促し、情報活用能力の育成やアク
ティブ・ラーニングの視点に立った授業改善を推進するため、普通教室に
電子黒板等を設置します。
また、国のGIGAスクール構想への対応を進めるほか、本市独自の情報教
育を試験的に実施するため、パイロット校に指定した小・中学校において、
タブレット端末やICT機器等を活用したアクティブ･ラーニングを実施しま
す。

主な具体的な事業
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【基本目標3】子どもを生み育てやすいまちを創る　

3-(3)　社会を生き抜く力を育む教育の充実

家庭及び地域の教育力向上の推進3-(3)-⑤

　少子化や核家族化、地縁関係の希薄化などにより、家庭や地域の教育力の低下が指摘

されています。

現状

　地域ぐるみで子どもたちの健やかな成長を促すため、地域で、より多くの大人と子ど

もの交流が図れる事業を実施するほか、家庭教育学級などを実施することにより、家

庭・地域の教育力向上に取り組みます。

　また、多くの保護者が集まる子育て力向上応援講座などにおいて、子どもたちの規

則正しい生活習慣づくりの啓発にも取り組みます。

具体的な施策の概要

　地域と家庭、学校が連携し、地域ぐるみで子どもを育てることが必要です。

　保護者に対して、家庭教育を学習する機会の拡充や規則正しい生活習慣づくりの啓

発が必要です。

課題

子どもを中心にした地域交流事業
を実施している地域の割合

重要業績
評価指標
（KPI）

地域交流事業を実施
している割合

指標名 指標の説明 実績値 目標値

43.2%

子どもを中心にした
地域交流事業

（令和6年度）

100.0%

地域の人と人とのネットワークを広げ教育力向上を推進するため、各地域の
コミュニティ協議会や子ども会、PTA等の各種団体で構成された実行委員
会が実施する、子どもと保護者及び地域の大人が交流する事業に対して助
成します。

主な具体的な事業

家庭教育推進事業 就学時健康診断等の機会を活用して、子育ての専門講師による「子育て力
向上応援講座」を実施するほか、小学校において「家庭教育学級」を開設す
ることにより、子育てに関する学習機会・関連情報を提供し、家庭の教育力
の向上を図ります。

【基本目標4】高齢者が健やかで心豊かに暮らせるまちを創る

4-(1)　支え合い、自分らしく暮らせる福祉社会の形成

地域共生社会の構築4-(1)-①

　人口減少、少子・超高齢化が進むとともに、地域のつながりの希薄化、核家族化などのライ

フスタイルの変化により、地域生活の課題が複合化・複雑化しているという現状があります。

　これまでの福祉行政は、子どもや高齢者、障がい者など「分野ごと」に「一人一人」の支援

を充実させてきましたが、世帯全体では複数の課題を同時に抱えているケースが多く見ら

れます。

　これらの課題に対応するため、従来の福祉の在り方を根本的に見直す取組を実施しています。

現状

　子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め

合うことができる「地域共生社会」の実現に向けて取り組んでいきます。

具体的な施策の概要

　身近な困り事を住民が「我が事」としてとらえる「地域のみんなで助け合う仕組みづ

くり」、身近な総合センター等につながる福祉相談窓口を設置し、市内にまるごと福祉

相談員を配置する「話しやすく分かりやすい身近な相談支援」、困り事を抱えた人と各

支援機関がスムーズにつながる「どんな福祉の困り事にも対応できる仕組みづくり」の

３つの体制を構築することが必要です。

課題

まるごと福祉相談員が地域での情
報収集・戸別訪問等した件数（年
間）

重要業績
評価指標
（KPI）

アウトリーチ（地域で
の情報収集・戸別訪
問等）件数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

343件

ほっとかんまち高松
づくり事業（高松型地
域 共 生 社 会 構 築 事
業）

（令和6年度）

3,644件

主な具体的な事業

子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に
創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現のため、まるごと福祉
相談員を配置し、地域の拠点や複合的課題を抱えた世帯等を訪問し、支
援につなぐとともに、総合センター等につながる福祉相談窓口を設置し、
分野別の「縦割り」を超えた相談支援を実施します。
また、貧困の状況にある子どもやその親たちが適切な支援を受けられる
環境づくりを進め、子どもに関する諸問題に対応するため、コーディネー
ターを配置し、相談支援体制の整備や関係機関のネットワーク構築を図
ります。

若者育成支援推進事
業

困難を有する若者及びその家族を包括的に支援するため、子ども・若者育
成支援推進法に基づく「高松若者支援協議会」を設置し、関係機関が相互
に協力・連携することで、若者支援に関する情報交換のほか、若者のそれ
ぞれの置かれた状況等にきめ細やかに対応できる支援体制を構築すると
ともに、各種施策を展開します。
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【基本目標4】高齢者が健やかで心豊かに暮らせるまちを創る　　

4-(1)　支え合い、自分らしく暮らせる福祉社会の形成

ユニバーサルデザインの普及啓発4-(1)-②

　平成29年12月に、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、国が進

める共生社会ホストタウンにいち早く登録されました。

　これを契機として、施設のバリアフリーや多言語情報などを掲載した「たかまつユニ

バーサルデザインマップ」を公開しました。

　また、ユニバーサルデザインの考え方や「心のユニバーサルデザイン」について理解を

深めてもらうため、啓発動画やパンフレットの配布、啓発講座の開催など、ユニバーサル

デザインの普及啓発に取り組んでいます。

現状

　平成25年5月に策定した「高松市ユニバーサルデザイン基本指針」に基づき、誰もが

安心して快適に生活できる、ユニバーサルデザイン社会の実現を目指して、様々な主体

との協働により、各種事業に取り組みます。

　また、その考え方や方向性について明らかにし、本市が率先して実践、啓発を行うこ

とで、市民や事業者等にユニバーサルデザインの考え方や「心のユニバーサルデザイ

ン」を広め、市全体で更なるユニバーサルデザインのまちづくりを推進し、多様な個人

の能力が発揮される活力ある社会を目指します。　

具体的な施策の概要

　共生社会ホストタウンとしてのユニバーサルデザインのまちづくりの取組を、東京

2020オリンピック・パラリンピック競技大会後も発展的につなげていく必要がありま

す。

　全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支えあい、誰もが生き生きとした人生を

享受することのできる共生社会を実現するため、社会環境の変化にも柔軟に対応しな

がら、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進していく必要があります。

課題

たかまつユニバーサルデザインマッ
プの登録件数

重要業績
評価指標
（KPI）

たかまつユニバーサ
ルデザインマップの
登録件数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

771件

ユニバーサルデザイ
ン推進事業

（令和6年度）

1,200件

主な具体的な事業

平成25年５月に策定した「高松市ユニバーサルデザイン基本指針」に基づ
き、誰もが安心して快適に生活することのできるユニバーサルデザイン社
会の実現を目指すため、様々な主体が協働して取り組みます。
また、その考え方や方向性について、本市が率先して実践、啓発を行うこと
で、市民や事業者等にユニバーサルデザインの考え方を広め、市全体で更
なるユニバーサルデザインのまちづくりを推進します。

ＬＧＢＴ啓発等推進事
業

ＬＧＢＴに対する正しい認識の醸成を図るため、ＬＧＢＴの講座やパネル展
を実施するとともに、ポスター・パンフレットを作成し、啓発活動を行うな
ど、当事者等が暮らしやすい環境づくりを推進します。
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【基本目標4】高齢者が健やかで心豊かに暮らせるまちを創る　　

4-(1)　支え合い、自分らしく暮らせる福祉社会の形成

地域包括ケアシステムの構築4-(1)-③

　高齢者の介護予防や健康づくりを推進するとともに、高齢者が介護や支援が必要に

なった場合でも、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、見守り体制

の強化等を実施しています。

　また、医療と介護を切れ目なく一体的に提供できる体制の構築や、認知症の高齢者や

その家族を支援する事業を展開しています。

現状

　高齢者が要介護状態や認知症になっても、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを

人生の最後まで続けられるよう、医療・介護・生活支援・介護予防・住まいなどが包括

的に提供される地域包括ケアシステムの構築を進めていきます。

　また、元気なシニア世代が地域に溶け込み、多世代の地域住民との交流をしながら、

自らの経験やスキルをいかして生涯健康で生きがいを持って活躍できるまちづくりの

全市的な展開を目指します。

具体的な施策の概要

　平成30年度市民満足度調査によると、「地域包括ケアシステムの構築」の施策の重

要度はかなり高く、満足度は、平均値に届いていないものの、平成29年度と比較する

と上昇していることから、引き続き取組を推進するとともに、多様化するニーズに合わ

せて取り組むことが必要です。

課題

生活支援・介護予防
サービス提供体制構
築事業

支援が必要な高齢者のニーズに対応するため、国のガイドラインに基づ
き、サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす「生
活支援コーディネーター」の設置や、コーディネーターとサービス提供主
体が参画する「協議体」での情報共有・連携強化等を図り、多様な主体に
よる様々なサービスの提供体制を構築します。

高齢者居場所づくり
事業

高齢者が生きがいを持って地域で元気に暮らせる環境を整備するため、高
齢者が地域で気軽に足を運べ、介護予防や健康づくりのほか、子どもたち
を交えた世代間交流やボランティア活動の拠点となる居場所づくりを支援
します。

高齢者見守り事業 高齢者が地域で安心して暮らし続けられる環境を整備するため、定期的な
高齢者の訪問や配食サービスによる安否確認や、24時間365日介護や日
常生活の不安を相談できる専用ダイヤルの開設など、高齢者の見守り事業
を推進します。
また、徘徊高齢者等の早期発見につなげるため、高松市徘徊高齢者等保
護ネットワークを活用し、電子メール配信システムの運用により迅速かつ
広範囲への情報伝達を行うことで、認知症等が原因で徘徊する高齢者の
早期発見・保護に取り組みます。

認知症ケア推進事業 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で
暮らし続けることができる社会の実現を目指すため、認知症の人や家族を
支援する「認知症地域支援推進員」の配置、容態に応じた相談や利用でき
る機関名・内容等を具体的に掲載した「認知症ケアパス」の普及、また、認
知症の初期から複数の専門職が訪問支援等を行う「認知症初期集中支援
チーム」の運営を行います。
さらに、成年後見制度利用促進に向けて、相談対応や市民後見人の育成・
活動支援といった役割等を担う「中核機関」を新たに設置し、関係機関と
の地域連携ネットワークの構築を図ります。

地域ケア会議推進事
業

高齢者が介護や支援が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし
続けることができる「地域包括ケアシステム」を実現するため、自立支援に
重点を置いた多職種が参加するケアプランの検討や支援困難な事例対応
について話し合う「地域ケア小会議」を開催するとともに、レベルに応じた
研修会において介護支援専門員のケアマネジメント支援を行います。

生涯活躍のまちづく
り推進事業（再掲）

中高年齢者の希望に応じた暮らしの実現や地域住民の多世代交流を促進
するため、移住者を含めた地域住民が主体となり本市の特性や強みをいか
した地域づくりを目指す、「生涯活躍のまち」の理念を反映したまちづくり
を推進します。

在宅（介護保険3施設、介護医療
院、認知症対応型共同生活介護、
介護専用型特定施設入所者を除
く）での要介護認定者の割合

重要業績
評価指標
（KPI）

要介護者の在宅比率

指標名 指標の説明 実績値 目標値

79.1%

在宅医療・介護連携
推進事業

（令和6年度）

78.7%

医療と介護の両方を必要とする高齢者が安心して暮らせる地域づくりを
推進するため、在宅医療従事者等で構成する在宅医療介護連携推進会議
を開催し、在宅医療と介護サービスを一体的に提供できるよう、情報の共
有と連携の強化に向け、地域の実情に応じたネットワークづくりを推進し
ます。

今後実施を
検討する取組

・介護人材の確保、資質の向上

主な具体的な事業
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【基本目標4】高齢者が健やかで心豊かに暮らせるまちを創る　　

4-(1)　支え合い、自分らしく暮らせる福祉社会の形成

障がい者の自立支援と社会参加の促進4-(1)-④

　本市の障がい者数は、平成30年度末現在、身体障害者手帳所持者18,215人、療育手

帳所持者3,147人、精神障害者保健福祉手帳所持者2,885人となっています。

　このような中、本市の障がい者を取り巻く現状と課題や国の障がい者施策の新たな動

向等に即した取組の充実を目指す指針として、平成24年3月に、３か年を計画期間とす

る「たかまつ障がい者プラン」を策定し、現在は平成30年を初年度とする3期目の「たか

まつ障がい者プラン」に基づき、障がい者施策の総合的・積極的な展開を図っています。

現状

　障がい者が、自身の能力を最大限に発揮し、積極的に社会活動に参加できるよう、

雇用の啓発や関係機関との連携など、必要な支援や環境整備を推進します。

具体的な施策の概要

　障がいの多様化、重度化や障がい者の高齢化などの傾向が顕著となっており、多様

な障がいに対する対応や障がい者のニーズの変化等への対応が必要です。

課題

障害者支援施設から持ち家、賃貸
住宅、グループホーム等へ移行した
障がい者数

重要業績
評価指標
（KPI）

施設入所者の地域生
活への移行者数（累計）

指標名 指標の説明 実績値 目標値

92人

障がい者就労支援促
進事業

（令和6年度）

146人

主な具体的な事業

障がいのある方の就労促進と社会的、経済的な自立促進を図るため、就労
支援促進事業を実施し、支援を行います。

障がい者地域生活支
援推進事業

障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、地域生活への
移行や定着を支援するため、障がい福祉サービス事業所等と連携ネット
ワークを構築するなど、居住支援のための機能（相談、体験の機会・場、緊
急時の受入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を強化し、様々な支援を
切れ目なく提供します。

手話言語・障がい者コ
ミュニケーション手段
の普及促進事業

手話等コミュニケーション手段に関する必要な情報を提供するとともに、
それらを容易に利用できるようにするため、環境整備に関する施策や、手
話等コミュニケーション手段の普及及び利用の促進に関する施策を実施
します。

障がい者アートリンク
事業

芸術活動を通じて障がい者の感性・創造力を育み、障がい者の社会参加
の促進を図るため、希望する障害福祉サービス事業所等へ芸術家を派遣
し、創造性の芽を持つ障がい者とアーテイストが、長期継続的に関わるこ
とで生まれる新しい概念をかたちにする創作活動を支援します。

【基本目標4】高齢者が健やかで心豊かに暮らせるまちを創る　　

4-(2)　健康で元気に暮らせる環境づくり

生活習慣病（がん・循環器疾患・糖尿病等）対策の推進4-(2)-①

　生活習慣病の早期発見と発症予防のため、がん検診を含む各種健康診査や健康教育

に取り組むとともに、地域や職域等と連携した検診受診率の向上や健康づくりに取り組

んでいます。

現状

　生活習慣病を発症させる原因の一つとなっている内臓脂肪症候群（メタボリックシ

ンドローム）の予防対策に取り組むとともに、保健指導の内容を充実・強化し、生活習

慣病の発症予防と重症化予防を推進します。

　また、がんの早期発見・早期治療につながるよう、効果的ながん検診の受診勧奨や

周知啓発を行うとともに、受診しやすい環境づくりを推進します。

具体的な施策の概要

　生活習慣病の発症予防のため、市政出前ふれあいトークや健康イベントの実施な

ど、あらゆる機会をとらえた普及・啓発を継続するとともに、市民が主体的に生活習慣

病の予防に取り組むことができる環境づくりが必要です。

　また、がんの早期発見と早期治療のため、引き続き検診の受診率向上を図るととも

に、検診の精度管理に努める必要があります。

課題

がん検診を受診した市民の割合
※高松市民の健康づくりに関する
　調査（対象：市民3,000人）

重要業績
評価指標
（KPI）

がん検診受診率（20
～69歳）

指標名 指標の説明 実績値 目標値

54.5%

（H29）

がん対策推進事業

（令和6年度）

60.0%

主な具体的な事業

がんは、死因の第１位で、約３割を占めていることから、がん予防、早期発
見・早期治療により、壮年期の死亡の減少、健康寿命の延伸を図るため、が
ん予防の普及啓発とがん検診の受診勧奨に取り組みます。

健康づくり推進事業 生活習慣病の予防及び重症化予防を促進するため、健康教育、健康相談、
健康診査、成人歯科健康診査、健康手帳の交付を実施します。

今後実施を
検討する取組

・婦人科における検診限定の受入日の設定など、プライバシーに配慮した取組への支援
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【基本目標4】高齢者が健やかで心豊かに暮らせるまちを創る　　

4-(2)　健康で元気に暮らせる環境づくり

救急医療体制の確保4-(2)-②

　在宅当番医制については、全ての休日で診療体制を確保しています。

　また、夜間急病診療所及び病院群輪番制病院については、365日の診療体制を確保し

ています。

現状

　在宅当番医制による休日の診療体制の確保や、病院群輪番制による夜間の重症患

者の受入体制を確保するとともに、適正な受診を促すための啓発活動や、かかりつけ

医の推奨等を行うなど、地域医療の確保を図ります。

　また、夜間急病診療所については、引き続き、適切に運営し、夜間における急病患者

の初期医療を確保します。

具体的な施策の概要

　医師の不足や偏在により、当番医、出務医等の確保が困難となっており、事業の継続

に多大な影響を及ぼしていることから、これらの解消に向けた更なる取 組が必要と

なっています。

　また、住民に対しては、医療資源の有効活用や適切な受診のための更なる啓発など

が必要です。

課題

夜間急病診療所利用者を対象に実
施したアンケート調査で「満足」と
回答があった割合

重要業績
評価指標
（KPI）

夜間急病診療所利用
者に対する満足度調
査「満足」回答率

指標名 指標の説明 実績値 目標値

68.7%

在宅当番医制等事業

（令和6年度）

69.0%

主な具体的な事業

高松市医師会等への委託により、休日・祝日に当番制で診療を行います。

夜間急病診療所運営
事業

毎日、午後７時３０分から１１時３０分まで診療を行う夜間急病診療所を指
定管理者制度により運営します。
診療科（内科、小児科、耳鼻咽喉科（木曜日のみ）、眼科（土曜日のみ））

病院群輪番制運営補
助事業

夜間の2次救急医療を輪番制で担う医療機関に対して、その運営費を助成
します。

【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(1)　安全で安心して暮らせる社会環境の形成

救急活動の推進5-(1)-①

　救急車の出場件数が年々増加傾向にあり、高齢者人口の増加も相まって、今後も同様

の傾向が継続することが予想されます。

　出場件数の増加に伴う救急車の現場到着時間の延伸も発生する中、特に救命率の向

上に関しては、居合わせた市民の応急処置の有無にも左右される状況があります。

現状

　救急車の適正利用を推進するため、各種広報媒体を活用し、啓発に努めるとともに、

関係機関に協力を求めます。

　また、市民に対する救命講習受講者の増加を図り、心肺蘇生法実施率の向上に取り

組みます。

　さらに、離島における救急艇による搬送体制の維持・向上に努めます。

具体的な施策の概要

　平成30年中に搬送された心肺停止状態の傷病者に対し、バイスタンダー（心停止な

どの救急の現場に居合わせた人・発見した人）により心肺蘇生法が実施された症例は

34.8％であり、全国平均の49.9％に比べて低迷しています。

　継続的な隊員教育に加え、応急手当の普及啓発活動を更に充実させ、必要な応急手

当を実行できるバイスタンダーの養成を図る必要があります。

課題

心肺停止症例のうち、バイスタン
ダーによる心肺蘇生法（胸骨圧迫
のみの実施も含む）が実施された
割合

重要業績
評価指標
（KPI）

一般市民による心肺
蘇生法実施率

指標名 指標の説明 実績値 目標値

34.8%

救急艇等管理事業

（令和6年度）

50.0%

主な具体的な事業

島しょ部における救急患者を安全かつ迅速に海上搬送を行うために、救
急艇の搬送体制を継続するとともに、適切な維持管理を行います。

消防活動事業 バイスタンダーによる心肺蘇生法実施率の向上のため、消防職員による定
期普通救命講習を開催するとともに、AED設置事業所の認定を行う「ま
ちかど救急ステーション」事業の普及啓発に努めます。

消防団活動推進事業 消防団員による普通救命講習を継続的に実施し、応急手当の普及啓発活
動の充実・強化を図ります。
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【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(1)　安全で安心して暮らせる社会環境の形成

防災・減災対策の充実5-(1)-②

　水位計や潮位計、アンダーパス冠水通報装置など、IoT共通プラットフォームの活用に

より、災害時に効率的・効果的で迅速な災害対応を図っています。

　また、各地域における防災訓練の実施については、訓練用消耗品等の助成や職員派遣

などの継続的な支援により、平成30年度は全ての地域（44地域）において訓練の実施

が予定され、天候不良等の事情により中止となった地区を除いて実施されました。

現状

　各地域コミュニティ協議会単位で実施される防災訓練に地域の消防団が参加し、連

携した訓練が実施できるよう、継続して支援していきます。

　また、災害発生、復旧時に、市民一人一人が迅速かつ円滑な対応を行うことができる

よう、市民や地域の防災意識と防災力の向上を図る支援に取り組みます。

具体的な施策の概要

　道路の通行止め情報等、災害発生時の減災、復旧・復興に必要な様々なデータにつ

いても、収集・分析を検討し、あらゆる防災に関する課題解決に向け、発災時の被害の

軽減が図られるよう取り組む必要があります。

　また、今後も継続的に全地域での防災訓練の実施を支援するとともに、将来的な担

い手育成も視野に、若年層の参加を促す必要があります。

　さらに、地域防災の中核を担う消防団と自主防災組織や地域住民との連携が強化さ

れるよう、訓練を充実させる必要があります。

課題

防災訓練を実施した地域の割合
重要業績
評価指標
（KPI）

地域における防災訓
練の実施率

指標名 指標の説明 実績値 目標値

95.5%

防災IoT利活用事業

（令和6年度）

100.0%

主な具体的な事業

地震や風水害などの自然災害等の発生時において、市民の生命及び財産
を守るとともに、市民等に迅速かつ確実に情報を伝達するため、インター
ネットに接続されたカメラやセンサーなどのＩoＴを活用した災害情報を
収集・分析し、迅速な災害対応を図ります。

自主防災組織等育成
事業

全てのコミュニティに結成された包括的な自主防災組織が、災害時に機能
するように実践的な防災訓練の実施を支援することで、組織の育成と強
化を図ります。

【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(2)　環境と共生する持続可能な循環型社会の形成

ごみの減量と再資源化の推進5-(2)-①

　市民、事業者、行政の役割分担の下、それぞれが積極的な協働により、ごみの発生抑制

に取り組み、適正な循環利用を推進しています。

現状

　世界的な課題となっている食品ロス（本来食べられるのに捨てられる食品）やプラス

チックごみの削減に向け、市民・事業者への意識啓発などに取り組みます。

具体的な施策の概要

　更なるごみの減量と再資源化を推進し、環境負荷を減らすことにより、将来にわたっ

て持続可能な循環型社会の構築を目指すことが必要です。

　また、プラスチックごみなどによる海洋汚染が深刻化しており、プラスチック問題の

解決に向けた取組を進めていくことが必要です。

課題

ごみ総量に対する１人１日当たりの
排出量

重要業績
評価指標
（KPI）

１人１日当たりのごみ
排出量

指標名 指標の説明 実績値 目標値

921ｇ/人・日

食品ロス対策等推進
事業

（令和6年度）

867ｇ/人・日

主な具体的な事業

食品ロス（本来食べられるのに捨てられる食品）の削減を始めとする食品
廃棄物の減量・再資源化を推進するため、県と連携しながら、環境・身体・
家計にかしこいライフスタイルであるスマート・フードライフに関する市民
意識の向上を図ります。
また、食品ロスの実態及び取組状況を把握するとともに、食品ロス削減や

「３きり」に関する周知・啓発により、市民の取組を促進するほか、事業者
等とも連携した取組を推進します。

プラスチックごみ対策
事業

世界的な問題となっているプラスチックごみを削減するため、国の「プラス
チック資源循環戦略」に基づき、リデュース・リユースの２Ｒを中心に、市民
等に積極的な情報発信を行うほか、燃やさざるを得ない本市指定収集袋
等へのバイオマスプラスチックの導入について、調査・検討を進めます。
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【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(2)　環境と共生する持続可能な循環型社会の形成

地球温暖化対策の推進5-(2)-②

　本市の年平均気温は、観測所が都市部にあることによるヒートアイランドの影響も考

えられますが、50年あたり1.74℃の割合で上昇しており、気候の変動が農林水産業、生

態系、水資源、人の健康などに影響を与えることが懸念されています。

　このような中、本市では降水量が少なく日射量が多いという地域特性をいかして、市

域における太陽光発電設備等の普及を促進するなど、低炭素なまちの実現に向けた取

組を推進しています。

現状

　太陽光発電システム等設置支援を始め、下水汚泥消化ガスの有効利用や廃棄物焼

却に伴う余熱利用や発電など、再生可能エネルギーの利用促進に努めるとともに、環

境教育・環境学習、各種啓発などにより省エネ型ライフスタイル等を促進し、低炭素な

まちの実現を図ります。

具体的な施策の概要

　温室効果ガスの排出を、より一層抑制するため、再生可能エネルギーの普及促進や

省エネルギー化の推進が必要です。

課題

市域における産業、家庭、運輸など
から排出される温室効果ガスの年
間あたりの排出量

重要業績
評価指標
（KPI）

市域の温室効果ガス
排出量

指標名 指標の説明 実績値 目標値

3,400
千ｔ－CO2

（H27)

再生可能エネルギー
普及促進事業

（令和6年度）

3,044
千ｔ－CO2

（R3)

主な具体的な事業

市域における温室効果ガス排出量の削減を図るため、日照時間が長いと
いう本市の地域特性をいかした、太陽光発電システム及び太陽熱利用シス
テム（不凍液等を強制循環する太陽集熱器と蓄熱槽から構成され、温水、
冷房等に利用するもの）の導入を促進します。
また、再生可能エネルギーの普及促進を図るため、事業者に市有地の有償
貸出を行います。

【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(3)　豊かな暮らしを支える生活環境の向上

空き家対策の推進5-(3)-①

　空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する特定空家等の措置や、老朽危険空

家除却支援事業による成果もあり、平成30年度に実施した空き家等実態調査では、危

険空き家の件数は、前回調査時（平成26年度）よりも若干減少しています。

現状

　空家等対策の推進に関する特別措置法や本市の条例等に基づき、空き家の利活用

や管理不全空き家発生の未然防止に努めるとともに、管理不全となった空き家に対す

る適切な対応等に取り組みます。

具体的な施策の概要

　実態調査の結果から、市内には依然として900件もの危険空き家が存在することが

判明しており、引き続き、その削減に取り組む必要があります。

　また、危険空き家の予備軍についても、前回調査時より増加していることから、空き

家の利活用を含め、適切な管理の促進に対する取組により、危険空き家への移行を抑

制する必要があります。

課題

老朽危険空家除却支援制度利用に
より除去した空き家数（平成28年
度からの累計）

重要業績
評価指標
（KPI）

老朽危険空家除却支
援件数（累計）

指標名 指標の説明 実績値 目標値

63件

空き家等対策事業

（令和6年度）

351件

主な具体的な事業

市民が安全で安心して暮らせる良好な住環境の整備を図るため、空き家等
の除却に対する支援や空き家の利活用を促進するなど、総合的かつ計画
的な空き家対策を実施します。
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【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(3)　豊かな暮らしを支える生活環境の向上

公園・緑地の整備5-(3)-②

　１小学校区におおむね１つ以上の公園を整備することは完了しましたが、狭小な公園

であったり、地域の中心部から離れていたりする公園もある状況となっています。

現状

　都市公園等を適正に配置するため、小学校区に公園が不足している地区において、

子どもから高齢者までが気軽に憩い、触れ合える地域の身近な公園の整備に取り組み

ます。

具体的な施策の概要

　標準規模の公園を、地域住民の多くが利用しやすい場所に整備するためには、地域

の協力が必要です。

課題

市民１人当たりの都市公園等の面
積

重要業績
評価指標
（KPI）

市民１人当たり都市
公園等の面積

指標名 指標の説明 実績値 目標値

9.20㎡

身近な公園整備事業

（令和6年度）

9.29㎡

主な具体的な事業

「第２次高松市緑の基本計画（改定）」に掲げる「各小学校区の公園面積の
拡充」の整備を目標に、地域からの要望を踏まえ、公園面積の少ない小学
校区や、市有地を活用できる地域などを優先して、街区公園の整備を行い
ます。

【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(4)　コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり

多核連携型コンパクト・エコシティの推進5-(4)-①

　「多核連携型コンパクト・エコシティ」の実現に向け、医療・商業等の生活利便施設等
（都市機能）や居住の緩やかな誘導を図り、将来にわたり持続可能なまちづくりの実現を
目指し、平成30年３月に「高松市立地適正化計画」を策定しました。
　また、令和元年６月には、「都市構造の集約化に向けた施策パッケージ」として、特定
用途制限地域の見直しやフラット３５を活用したコンパクトシティ形成のための居住誘
導施策など、おおむね、今後３年間に取り組む具体的な施策・事業を取りまとめました。

現状

　計画的な市街地の形成を図るため、居住機能を始め、福祉・医療・商業等の都市生活
を支える機能や業務機能等の適正な配置に向けた、具体的で効果的な規制・誘導策の
検討と、その実施に取り組みます。

具体的な施策の概要

　立地適正化計画に基づく、30年後、50年後を見据えた、都市構造の集約化に向け
ては、平成30年４月に改定した「多核連携型コンパクト・エコシティ推進計画」に掲げ
た施策・事業を効果的に組み合わせながら、粘り強く取り組んでいくことが必要です。

課題

中心市街地活性化エリア内の人口
の割合

重要業績
評価指標
（KPI）

中心市街地の居住人
口の割合

指標名 指標の説明 実績値 目標値

4.8%

多核連携型コンパク
ト・エコシティ推進事
業

（令和6年度）

5.1%

主な具体的な事業

多核連携型コンパクト・エコシティ推進計画に基づき、集約拠点への都市
機能の集積と市街地の拡大抑制による、コンパクトで持続可能な都市構
造「多核連携型コンパクト・エコシティ」を実現するため、住宅や医療・福
祉・商業等の都市機能を集約するよう緩やかな誘導を図るとともに、公共
交通により交流を促進し、活力あるコンパクトで持続可能なまちづくりに
取り組みます。

豊かな住まいづくり
事業

国の住生活基本計画及び香川県住生活基本計画を踏まえ、地域の特性に
応じた住宅課題に対応するため、本市の住宅政策の指針となる計画を策
定し、きめ細かな住宅政策に取り組みます。
また、今後、更なる空き家の増加や、都市のスポンジ化が懸念されているこ
とから、これまでの住宅の「量の確保」から「質の確保」への転換を図ると
ともに、多核連携型コンパクト・エコシティ推進計画及び立地適正化計画
における居住誘導区域内の既存ストックの活用に対し支援することで、居
住誘導区域内への定住や中古住宅の市場流通を促進し、良好な住環境の
形成を図ります。

都市計画制度運用事
業

社会情勢やまちづくりの方向性を踏まえ、コンパクトで持続可能な集約型
の都市構造の構築に向け、必要な都市計画の見直しを行い、適正な土地
利用の誘導を図ります。
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【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(4)　コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり

公共交通の利便性の向上5-(4)-②

　「コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり」の下、過度に自動車に依存しないライ

フスタイルの実現に向け、既存ストックを活用した持続可能な公共交通ネットワークの

再構築に取り組んでいます。

現状

　持続可能な公共交通ネットワークの形成に向け、地域の特性や実情に即した、移動

手段の維持・確保など、国・香川県・交通事業者等と協力し、ハード・ソフトの両面から

公共交通の利便性の向上に取り組みます。

具体的な施策の概要

　既存の公共交通基盤を活用し、交通事業者等と連携しながら、効率的で持続可能な

公共交通体系の構築が必要です。

課題

交通結節拠点となる鉄道駅に、結
節させるバス路線総数（都心部を
除く）

重要業績
評価指標
（KPI）

交通結節拠点におけ
るバス路線の結節数

（都心部を除く）

指標名 指標の説明 実績値 目標値

6路線

地域公共交通再編事
業

（令和6年度）

14路線

主な具体的な事業

持続可能な公共交通のネットワークの形成に向けて、平成31年３月に改定
した「高松市総合都市交通計画」に基づき、「高松市地域公共交通網形成
計画」及び「高松市地域公共交通再編実施計画」に沿って、新駅の整備や、
バス路線網の再編等に取り組み、「コンパクト・プラス・ネットワークのまち
づくり」を推進します。

公共交通維持改善事
業

公共交通の維持や利便性の向上を図り、良好な交通環境を確保するため、
生活バス路線や離島航路等に対する支援などを行います。
また、鉄道事業者が実施するバリアフリー化事業費の一部を支援するな
ど、公共交通利用者への利便性の向上を図ります。

公共交通利用促進事
業

多様な交通手段が有機的に連携した、快適で人にやさしい都市交通の形
成を図るため、過度に自動車に依存しない本市の目指すべき都市交通の
将来ビジョンを明らかにした「高松市総合都市交通計画」や、平成25年９
月に公布・施行した「高松市公共交通利用促進条例」に基づき、各種施策・
事業の推進や市民啓発活動等を行います。

【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(4)　コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり

自転車の利用環境の向上5-(4)-③

　自転車道等の整備は、道路管理者である国・県・市が相互に連携して、主要な幹線道

路を重点的に行うとともに、市街地内のネットワーク構築に取り組んでいます。

　また、自転車の利用環境づくりを進めるため、放置自転車を再利用し、レンタサイクル

事業を実施しています。

現状

　歩行者や自転車が安全で快適に通行できるよう、自転車道や自転車走行指導帯等

の整備を進めるとともに、レンタサイクルの利用促進や放置自転車への対応強化を進

めるなど、自転車の利用環境を向上させます。

具体的な施策の概要

　整備済み路線を含め、自転車走行空間のネットワーク化をより高めるなど、整備効

果が高い路線を、計画的に施工していく必要があります。

　レンタサイクルは、年間約30万件の利用がありますが、収支比率の改善が求められ

ていることから、更なる利用促進及び管理手法の見直しが必要です。

課題

１年間のレンタサイクルを利用した
延べ人数

重要業績
評価指標
（KPI）

レンタサイクル利用
者数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

309,995人

レンタサイクル事業

（令和6年度）

328,500人

主な具体的な事業

環境にやさしく、機動性に優れた都市内交通手段である自転車を市民の
利用に供することで、近距離移動の利便性を向上し、合わせて放置自転車
の防止を図るため、レンタサイクル事業を実施します。

自転車利用環境整備
事業

自転車を利用したまちづくりを推進するため、国、県、県警など、関係機関
と相互に連携して、安全で快適な自転車通行空間の確保に取り組みます。
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【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(4)　コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり

中心市街地の活性化5-(4)-④

　「第２期中心市街地活性化基本計画」で掲げた３つの数値目標（空き店舗率、歩行者通行
量、居住人口割合）がいずれも達成に至らなかったことから、第２期計画の検証を十分に行
い、ハード・ソフトの幅広い施策・事業を盛り込んだ「第3期中心市街地活性化基本計画」を
策定し、令和元年6月に内閣総理大臣の認定を受けました。

現状

　交通結節拠点の機能を有するサンポートエリアにおいて、高次（広域）都市サービス機能
を充実させ、広域圏からの誘客を図るとともに、中央商店街の魅力向上や効果的な情報発
信により、訪れた人々を商店街へ呼び込み、回遊・滞在性の向上を図ります。
　また、中心市街地における住環境の整備を進めることで、地域価値の向上とコンパクトシ
ティの形成を図ります。

具体的な施策の概要

　「第3期中心市街地活性化基本計画」では、「サンポートエリアを活用したインバウンドを
含む広域圏からの誘客」、「街なか案内の充実や情報提供による回遊性・滞在性の向上」、

「市民に選ばれる中心市街地の形成と街なか居住の促進によるコンパクトシティの実現」を
課題として整理しており、これらを踏まえた施策の展開が必要です。

課題

中央商店街の歩行者通行量（全日、
15地点）

重要業績
評価指標
（KPI）

中央商店街の歩行者
通行量

指標名 指標の説明 実績値 目標値

89,879人

中心市街地活性化推
進事業

（令和6年度）

97,721人

主な具体的な事業

中心市街地の人口減少や商店街の空き店舗増加など、本市を取り巻く環
境の変化に対応し、中心市街地のにぎわいを創出するため、第３期高松市
中心市街地活性化基本計画に掲載されている事業の進捗を図ることで中
心市街地の活性化に取り組みます。

高松丸亀町商店街再
開発事業

中央商店街の活性化と土地の合理的かつ適切な高度利用による都市機
能の集積を図るため、中心市街地活性化基本計画に基づき、高松丸亀町
商店街において、商業・サービス業の魅力強化と効果の波及や来街者の
回遊性向上、まちなか居住の促進に資する市街地再開発事業等を推進し
ます。

南部３町商店街にお
ける優良建築物等整
備事業

南部３町商店街において、中心市街地の活性化と併せ、まちなか居住を促
進するため、民間事業者が建設する共同住宅や診療所、一時預り等の子育
て支援施設などの整備に対し、事業費の一部を支援します。

今後実施を
検討する取組

・商店街におけるデータを活用した取組の拡充

【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(5)　拠点性を発揮できる都市機能の充実

拠点性を高める交通網の整備と利用促進5-(5)-①

　高松空港における新規定期路線の就航及び既存定期路線の増便を図っています。

　県内全市町で組織する「香川県ＪＲ四国線複線電化・新幹線導入期成同盟会」等にお

いて、四国の鉄道の高速化等に向けた協議を進めています。

現状

　高松空港の航空ネットワークの拡充に向けて、高松空港振興期成会及び高松空港

株式会社と連携しながら、より効果的な事業の推進を図ります。

　また、四国の新幹線の整備計画への格上げに向け、四国４県や経済界などと連携

し、香川県ＪＲ四国線複線電化・新幹線導入期成同盟会等を通じて、国に対し要望活

動を行うとともに、シンポジウム等を通じて、市民意識の醸成が図られるよう取り組み

ます。

具体的な施策の概要

　航空路線の維持・定着により、利用者数は増加していますが、高松空港株式会社や

関係機関等とも連携しながら、更なる交流人口の拡大による地域活性化に取り組む必

要があります。

　また、四国の新幹線を実現するためには、国に対し、整備計画の格上げに向けて取り

組むとともに、県民・市民への理解が深まるような活動が必要です。

課題

高松市内にあるＪＲ駅での年間乗
降客数

重要業績
評価指標
（KPI）

市内ＪＲ駅の乗降客
数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

721万人

航空路線網拡大促進
事業

（令和6年度）

785万人

主な具体的な事業

高松空港の更なる振興を図るため、現就航路線に対する利用促進策の実
施に加え、国内及び国際路線の新規開設に向けた取組などを行います。

広域輸送交通機関整
備促進事業

香川県ＪＲ四国線複線電化・新幹線導入期成同盟会等を通じ、国に対し、
四国の高速鉄道（新幹線等）の早期導入の要望活動を行うとともに、シン
ポジウム等を通じて、市民意識の醸成が図られるよう取り組みます。
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【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(6)　参画・協働によるコミュニティの再生

コミュニティ活動の支援5-(6)-①

　自治基本条例で協働のパートナーとして位置付けている地域コミュニティ協議会に対

して、地域まちづくり交付金などそれぞれの活動を尊重した支援を行っています。

　また、地域コミュニティの中心的役割を担う自治会の在り方等の検討などに取り組み

ました。

現状

　地域を支えるリーダーとなる人材の育成や地域コミュニティ協議会の事業への支援

等を行い、地域コミュニティの自立と活性化に取り組みます。

　また、幅広い世代の地域住民が、積極的にまちづくり活動に参加し、気軽に地域貢献

できるような環境づくりに努めます。

具体的な施策の概要

　地域コミュニティ協議会の活動資金は、市からの補助金・委託料に依存しているため、

地域が自主財源を確保するための支援が必要です。

　また、地域におけるコミュニティ活動を推進していくための人材の発掘・養成が必要です。

課題

コミュニティプランを見直したコ
ミュニティ協議会の割合

重要業績
評価指標
（KPI）

コミュニティプラン
の見直し率

指標名 指標の説明 実績値 目標値

63.6%

地域まちづくり交付
金事業

（令和6年度）

100.0%

主な具体的な事業

地域コミュニティ協議会が主体的に行うまちづくり活動を支援し、市民と行
政との協働による地域自らのまちづくりを推進するため、地域コミュニティ
協議会に対して、事業の実施に要する経費等を交付します。
この交付金を主体的・積極的なまちづくりの促進とコミュニティ活動を担保
するための財源とし、事業実施について地域に一定の裁量権を付与するこ
とで「地域自らのまちづくり」の機運を醸成し、地域の自立を促進します。

自治会再生支援事業 地域の連帯感を取り戻し、地域自らのまちづくりを推進するため、「自治会
の在り方等検討プロジェクトチーム」で検討された自治会支援策を踏まえ
て、地域と行政とで共に自治会再生に向けた新たな取組を実施するなど、
地域コミュニティの中心的役割を担う自治会の活動を支援します。

今後実施を
検討する取組

・自治の担い手の養成（行政職員OB等の活用）

【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(6)　参画・協働によるコミュニティの再生

離島の振興5-(6)-②

　民間事業者によるイベントや、瀬戸内国際芸術祭の影響により、男木島など、各島へ

の年間来島者数は増加しています。

　また、大島については、平成31年４月から一般定期航路化が実現しています。

現状

　離島航路については、民間航路事業者や関係機関と協議しながら、持続可能な航路

の在り方を検討するなど、各島の生活圏域としての機能を維持するため、航路の確保

と利便性の向上に取り組みます。

具体的な施策の概要

　瀬戸内国際芸術祭などのイベント開催時期以外でも、一定の来島者数を維持し、来

島者数が減少に転じないように、持続していく必要があります。

　また、各島の定住者を増やし、地域コミュニティの維持に努める必要があります。

課題

１年間の女木島・男木島・大島と島
外の交流者数

重要業績
評価指標
（KPI）

各島への年間来島者
数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

133,264人

大島振興方策推進事
業

（令和6年度）

136,500人

主な具体的な事業

大島におけるこれまでのハンセン病療養所としての歴史等を、後世に伝え
ていくとともに、瀬戸内国際芸術祭を契機として育まれた島外の人々との
交流を更に活性化するなど、大島の振興を図るため、「大島振興方策」に掲
げる具体的施策・事業を計画的に実施します。

離島航路振興事業 女木島及び男木島に観光客を呼び込み、定着させ、ひいては、航路の活性
化を図るため、瀬戸内海の魅力の発信、交流人口の増加、地域振興、活性
化に向けた取組などを行います。
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【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(7)　相互の特長をいかした多様な連携の推進

連携中枢都市圏における連携事業の充実5-(7)-①

　瀬戸・高松広域連携中枢都市圏推進委員会・ビジョン懇談会を開催するとともに、連

携中枢都市圏における多分野にわたる連携事業を実施し、令和元年度時点で、連携事業

数は72事業となっています。

　令和元年には、より一層の連携を図るため、圏域の愛称を「瀬戸・たかまつネットワー

ク」と定めました。

　また、ビジョン懇談会の部会として、平成30年度に圏域若者会議を設置し、圏域全体

の経済成長のけん引に関する提言をいただきました。

現状

　圏域からの人口流出の抑制を図るため、近隣自治体と連携し、圏域全体の生活関連

機能サービスの向上を始め、経済成長のけん引や高次の都市機能の集積・強化に資す

る事業の充実に取り組みます。

具体的な施策の概要

　定住自立圏において取り組んできた、生活関連機能サービスの分野に加え、経済成長の

けん引や、高次の都市機能の集積・強化の分野における取組も戦略的に進めてきました

が、本格的な人口減少時代に対応するため、特にこの2分野での更なる取組の強化に努め

る必要があります。

課題

圏域における生活関連機能サービ
スの向上、経済成長のけん引、高次
の都市機能の集積・強化に資する
連携事業数

重要業績
評価指標
（KPI）

連携中枢都市圏での
連携事業数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

71事業

瀬戸・高松広域連携
中枢都市圏ビジョン
推進事業

（令和6年度）

82事業

主な具体的な事業

圏域における人口流出の抑制、維持に貢献できるよう、本市が中心となっ
て、圏域の経済を活性化するとともに、住民の生活環境の利便性を維持向
上させる連携事業の実施に努めます。

今後実施を
検討する取組

・経済成長のけん引や高次の都市機能の集積・強化に資する取組の更なる充実

【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(7)　相互の特長をいかした多様な連携の推進

多様な主体との連携強化5-(7)-②

　本市の行政課題への迅速かつ的確な対応と、地域経済の活性化や市民生活の向上を

図るため、大学、企業等の多様な主体との連携を強化しており、平成30年度は約140の

連携事業に取り組みました。

現状

　大学、企業等の多様な主体との連携強化に、引き続き、取り組みます。

具体的な施策の概要

　多様な主体と本市との連携を、更に推進し、企業等の有する技術力や開発能力、ま

た、「知」の拠点として大学等が持つ専門知識や調査能力を最大限活用することによ

り、本市が抱える課題の解決を図り、行政サービスの向上と、より効率的な行政運営を

行うことが求められています。

課題

庁内照会により把握した大学や企
業等と本市の連携・協力事業数

重要業績
評価指標
（KPI）

多様な主体との連
携・協力事業数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

140事業

多様な主体との連携
推進事業

（令和6年度）

176事業

主な具体的な事業

本市の行政課題に迅速かつ的確に対応するため、地域の人的・知的資源で
あり、本市と包括協定を締結する大学等と、多分野・多面的に連携事業を
推進します。
また、地域活性化及び市民生活の向上を図るため、大学、企業等、多様な主
体との連携強化に取り組みます。
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【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(8)　スマートシティの推進

ICT・データの活用5-(8)-①

　人口減少、少子・超高齢社会が到来する中、インフラ整備や社会保障への財政負担の
増加、災害リスクの高まり、地域経済の縮小など、行政だけでは解決できない、様々な課
題への対応が求められています。
　このため、ICT・データの活用と産学民官の多様な主体との連携により、様々な地域
課題を解決し、持続的に成長し続ける「スマートシティたかまつ」の実現に向けて取り
組んでいます。

現状

　ICT・データの活用による行政運営の改革を積極的に推進し、既存の行政サービス
を維持しながらコスト負担の最大限の効率化を図り、効果として生じた余剰資源（予
算、人員等）を活用して、新たな課題解決のための投資につなげる好循環を実現します。
　また、多様な主体との連携により、それぞれが保有する先進的なICTを活用・連携さ
せることで新たなサービスを創出し、複雑化・高度化する地域課題を解決します。

具体的な施策の概要

　IoTやAI等の先進的なICTという新たなツールの活用が可能であるにもかかわらず、十
分に活用できていない状況です。
　今後、持続可能なまちづくりを推進するためには、あらゆる政策分野においてこれまで
の施策を見直し、ICT・データを活用することや、行政だけで考えるのではなく、地域課題
に関連する多様な主体と連携することが必要です。

課題

本市が構築したIoT共通プラット
フォームにおいて、新たなサービス創
出や地域課題の解決を推進するため
に収集・分析を行うデータの種別数

重要業績
評価指標
（KPI）

I oT 共 通 プ ラット
フォームで収集・分析
するデータ種別数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

4種類

オープンデータ利活
用推進事業

（令和6年度）

12種類

主な具体的な事業

市民サービスの拡充や経済の活性化を始め、地域住民やコミュニティ、本市
が抱える地域課題の発見・解決につなげるため、本市が保有するデータの
オープン化やデータを活用できる人材の育成など、オープンデータの利活用
を推進します。

スマートシティたかま
つ推進事業

ICT・データの活用と産学民官の多様な主体が参画する「スマートシティた
かまつ推進協議会」との連携により、本市が抱える地域課題の解決を図る
ため、IoT共通プラットフォームを活用して、様々な分野のデータの収集・分
析等を推進します。

AI等利活用推進事業 人口減少など、急速な社会構造の変化により、人手不足や財政的制約が強
まる中、業務を効率化し、市民サービスの向上や働き方改革を推進するた
め、AI（人工知能）等先端技術の利活用を推進します。

【基本目標5】持続可能なまちを創る

5-(9)　健全で信頼される行財政運営の確立

効率的な行政運営の推進5-(9)-①

　行財政改革計画の適切な進行管理を行う中で、市民ニーズに的確に対応した行政サー

ビスの提供に取り組んでいます。

　また、平成30年度に「高松市公共施設再編整備計画」を策定し、財政負担の軽減や平

準化に向けた取組を進めています。

現状

　行財政改革計画を策定し、中・長期的展望に立ち、限られた経営資源の下で各種施

策・事業を総合的かつ計画的に推進するとともに、多様化する市民ニーズや社会情勢

の変化等に的確に対応した行政サービスの提供に取り組みます。

　また、今後の財政状況等を踏まえ、公共施設の統廃合や複合化、ライフサイクルコス

トの縮減など、ファシリティマネジメントの推進に取り組みます。

具体的な施策の概要

　人口減少、少子・超高齢社会の到来や行政ニーズの多様化に対応するため、本庁に集約

されているサービス提供の体制を見直し、市民により近いところで幅広いサービスを提供

する必要があります。

　さらには、「高松市公共施設再編整備計画」に基づき、公共施設の統廃合や改修など再

編整備を確実に行う必要があります。

課題

「高松市公共施設再編整備計画」にお
いて、今後の方向性を「用途変更」、「移
転」、「廃止」とした施設のうち、再編整
備実施計画を策定済みの施設の数

重要業績
評価指標
（KPI）

再編整備実施計画策
定済みの施設数

指標名 指標の説明 実績値 目標値

39施設

ファシリティマネジメ
ント推進事業

（令和6年度）

89施設

主な具体的な事業

本市の公共施設・公用施設について、施設の保有総量を削減するなど、施設
に係る経費の削減に取り組みます。
また、公共施設サービスの維持を図るため、ファシリティマネジメントの考
え方を取り入れ、経営的な観点から、施設の用途転用や共用化による有効
活用の促進や配置の見直し、複合化、未利用スペースの貸出など、施設の運
営方法の見直しを行います。

総合センター整備事
業

多様化する市民ニーズや人口減少、少子・超高齢社会など、市政を取り巻く
環境の変化と本市の将来的なまちづくりの方向性を踏まえ、限りある行政
資源の効率的運用を図るため、「本庁－支所・出張所」の二層構造を「本庁－
総合センター－地区センター（仮称）」の三層構造に再編し、市民ニーズに的
確に応えられる合理的な行政組織を構築します。
中部総合センター（仮称）においては、幼児健康診査の機能を有する保健セ
ンターを整備し、高松市南部エリアの地域保健活動の充実を図ります。
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　第１期たかまつ創生総合戦略における重要業績評価指標（KPI）

年　月　日 内　容

令和元年６月～７月 ◎次期たかまつ創生総合戦略策定に関するアンケート調査

　【回答数】市　民　434人（回答率　28.9%）

　　　　　転出者　  91人（回答率　18.2%）

　　　　　高校生　862人

　　　　　大学生　412人

令和元年７月～11月 ◎市民と市長との意見交換会

　・市民自由参加の意見交換会　2回

　・地域での意見交換会　　　　7回

　・学生との意見交換会　　　　4回　（計13回）

令和元年８月10日 ◎若者の意見を聴く場（ワークショップ）

　※「たかまつ政策プランコンテスト2019」キックオフにて実施

　【参加者】中学生、高校生、大学生、社会人（子育て世代）　（計49人）

令和元年８月27日 ◎第１回たかまつ創生総合戦略推進懇談会

　・地方創生関係交付金等に関する効果検証について

　・たかまつ創生総合戦略に関する効果検証について

　・「たかまつ人口ビジョン　令和元年度改訂版（仮称）」骨子案について　

　・「第２期たかまつ創生総合戦略（仮称）」骨子案について

令和元年９月17日 ◎市議会総務調査会

　・「たかまつ人口ビジョン 令和元年度改訂版（仮称）」骨子案及び「第２期

　 たかまつ創生総合戦略（仮称）」骨子案について

令和元年12月16日 ◎市議会総務調査会

　・「たかまつ人口ビジョン 令和元年度改訂版（仮称）」素案及び「第２期た

　　かまつ創生総合戦略（仮称）」素案について

令和元年12月20日

　～令和2年１月20日

◎「たかまつ人口ビジョン 令和元年度改訂版（仮称）」素案及び「第２期たか

　まつ創生総合戦略（仮称）」素案についてパブリックコメントの実施

　・意見件数　９件

令和２年１月15日 ◎第２回たかまつ創生総合戦略推進懇談会

　・「たかまつ人口ビジョン　令和元年度改訂版（仮称）」素案について　　　　　

　・「第２期たかまつ創生総合戦略（仮称）」素案について

　「第１期たかまつ創生総合戦略」では、47項目の重要業績評価指標（KPI）を設定して

おり、平成30年度における達成状況は、次のとおりです。

　基本目標１「創造性豊かで人間中心のまちを創る」の「地域を支える産業の振興と経

済の活性化」や「文化芸術の振興」、基本目標４「高齢者が健やかで心豊かに暮らせるま

ちを創る」の「支え合い、自分らしく暮らせる福祉社会の形成」などの進捗度が高くなっ

ています。

　一方で、基本目標３「子どもを生み育てやすいまちを創る」や、基本目標５「持続可能

なまちを創る」には、進捗度の低い項目も見られます。

　また、基本目標２「若者から選ばれるまちを創る」については、重要業績評価指標

（KPI）の進捗度は高いものの、東京圏への一極集中に歯止めがかかっていない状況で、

基本目標の数値目標である、1年間の転入と転出の差（社会増）1,000人については、目

標達成に向けて、更なる取組が必要です。

【基本目標1】創造性豊かで人間中心のまちを創る

平成30年度までの進捗率が80%以上：14項目のうち10項目

施策の
基本的方向 具体的な施策 当初値

H30
実績値

R1（H31）
目標値

重要業績評価指標
（KPI）

中央商店街の活性化 17.2% 16.85％ 14.9％
中央商店街の空き店
舗率

中小企業等の育成と
振興 2,271人 1,995人 2,400人

中小企業経営講習会
の年間受講者数

企業誘致・交流の推進 30件 75件 55件
企業誘致助成制度指
定件数

生産体制の整備 311経営体 315経営体 320経営体認定農業者数

生鮮食料品等流通の
強化 323億円 318億円 323億円卸売市場の取扱金額

特産品の育成・振興 17,600人 18,832人 20,600人販路開拓事業等来場
者数

文化芸術活動の推進
文化芸術の
振興

67,757人 123,208人 75,000人アウトリーチ事業の参
加者数

国際的な発信力を持つ
イベントの推進

7,180人
（H26）

10,230人
（H29）

8,000人高松国際ピアノコン
クールの入場者数

地域を支え
る産業の振
興と経済の
活性化
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【基本目標2】若者から選ばれるまちを創る

施策の
基本的方向 具体的な施策 当初値

H30
実績値

R1（H31）
目標値

重要業績評価指標
（KPI）

市民スポーツ活動の
推進 1,983,195人 2,007,396人 2,591,000人社会体育施設利用者数

スポーツ施設の整備 62,827人 106,378人 120,000人屋島競技場利用者数

トップスポーツの振興 124,000人 113,138人 154,500人
トップスポーツチーム
試合観戦者数

スポーツの
振興

施策の
基本的方向 具体的な施策 当初値

H30
実績値

R1（H31）
目標値

重要業績評価指標
（KPI）

大学等の魅力向上へ
の取組

91.0% 99.1％ 92.0％
包括協定を結んでいる
大学等の学生・生徒の
充足率

選ばれる地域づくりの
推進 9,629件 35,735件 13,000件

高松市移住ナビ（ホー
ムページ）閲覧件数

交流・定住人口の拡大 126,143人 133,264人 126,500人各島への年間来島者数

大学等高等
教育の充実

移住・交流
の促進

就業支援の推進

384人 ― 480人
就活応援・適職相談事
業来場者数

56団体 76団体 81団体

※雇用情勢の売り手市場への変化を受け、平成28年度より開催を見合わせており、実績なし。就業環境の
充実

観光資源の活用と創出 48.2% 28.9％ 54.8％香川県への再来訪意向
割合

観光情報の効果的発信 967千人 796千人 1,020千人まつり・イベント入込
客数

ＭＩＣＥ（マイス）の誘
致促進 217件 217件 270件コンベンション数

訪れたくなる
観光・ＭＩＣＥ
の振興

子育て支援中小企業
等表彰事業の表彰事
業者延べ数

【基本目標3】子どもを生み育てやすいまちを創る

施策の
基本的方向 具体的な施策 当初値

H30
実績値

R1（H31）
目標値

重要業績評価指標
（KPI）

子どもの心身の健や
かな育ちへの支援 91.8% 94.1％ 93.0％１歳６か月児健康診査

受診率

【基本目標4】高齢者が健やかで心豊かに暮らせるまちを創る

施策の
基本的方向 具体的な施策 当初値

H30
実績値

R1（H31）
目標値

重要業績評価指標
（KPI）

地域包括ケアシステム
の構築 78.7% 79.1％ 78.3％要介護者の在宅比率

ユニバーサルデザイン
の普及・啓発 9,500人 26,769人 33,000人小学生用パンフレット

配布数

支え合い、
自分らしく暮
らせる福祉社
会の形成

生活習慣病（がん・循
環器疾患・糖尿病等）
対策の推進

24.9% 10.0％ 50.0％がん検診受診率

救急医療体制の確保 63.8% 68.7％ 65.0％
夜間急病診療所利用者
に対する満足度調査「満
足」回答率

健康で元気
に暮らせる
環境づくり

男女共同参画の意識
づくり 38.0% 39.4％ 42.0％審議会等における女性

委員の割合

教員の資質向上と教員
指導体制の充実 3.5点 3.7点 3.6点研修評価

家庭及び地域の教育力
向上の推進 43.2％ 90.9％地域交流事業を実施し

ている割合

豊かな心と体を育てる
教育の推進 ―

―

3.20点 3.20点
学校評価平均評価得点

（体力・運動能力の育成
に関すること）

男女共同参
画の推進

健やかな成長を促す学
びへの支援 1施設 17施設 12施設認定こども園数

配慮を要する子どもと
保護者への支援 78.3% 72.2％ 85.0％自立支援プログラム策

定者の就職率

地域における子育て支
援 100% 100% 100%子育て支援拠点施設設

置割合

子育てと仕事の両立支
援 129人 62人 0人保育施設等待機児童数

確かな学力の育成 3.16点 3.25点 3.20点
学校評価平均評価得点

（確かな学力の育成に関
すること）

社会を生き
抜く力を育
む教育の充
実

子どもが健
やかに生ま
れ育つ環境
の充実

平成30年度までの進捗率が80%以上：4項目のうち4項目

平成30年度までの進捗率が80%以上：10項目のうち8項目

平成30年度までの進捗率が80%以上：4項目のうち3項目

93 94
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平成30年度までの進捗率が80%以上：15項目のうち12項目 【基本目標1】創造性豊かで人間中心のまちを創る

施策の
基本的方向 具体的な施策 当初値

H30
実績値

R1（H31）
目標値

重要業績評価指標
（KPI）

救急活動の推進 5.1% 3.9％ 6.0％救命率

災害発生時の拠点施設
及び情報伝達手段の整備 30% 100.0％ 100％

（H30）

防災合同庁舎等施設整
備進捗率

市民及び地域の防災意
識と防災力の向上 47.7% 95.5％ 80.0％地域における防災訓練

の実施率

空き家対策の推進 0件 63件 40件老朽危険空家除却支援
件数

公園・緑地の整備 8.14㎡ 9.20㎡ 9.16㎡市民１人当たり都市公
園等の面積

安全で安心
して暮らせる
社会環境の
形成

豊かな暮ら
しを支える
生活環境の
向上

適正な土地利用の推進 97.0% 97.1％ 97.2％都市計画区域内の人口
比率

集約拠点における都市
機能集積

4.8% 4.8％ 5.1％中心市街地の居住人口
の割合

コンパクトで
魅力ある都
市空間の形
成

人と環境にやさしい、持
続可能な公共交通サービ
スの導入

13.8% 15.2％ 15.9%公共交通機関利用率

快適な自転車利用のた
めの環境整備

4.2㎞ 9.0㎞ 12.6㎞自転車道等整備済延長
（累積）

快適で人に
やさしい都市
交通の形成

高松空港の利用促進 173万人 206万人 188万人高松空港の利用者数

広域鉄道ネットワークの
整備促進

690万人 721万人 770万人市内ＪＲ駅の乗降客数

連携中枢都市圏における
連携事業の充実 45事業 52事業 50事業

連携中枢都市圏での生
活関連機能サービス等
連携事業数

コミュニティ活動の支援 54.5% 63.6％ 100％コミュニティプランの見
直し率

タイムリーな情報発信に
よる回遊促進

118,731人 128,854人 141,000人中央商店街の歩行者通
行量

拠点性を発揮
できる都市
機能の充実

地域コミュニ
ティの自立・活
性化

連携の推進

効率的な行政運営の推進 45% 100％ 100％
（H29）

各種方針・計画等の進
捗率

健全で信頼
される行財
政運営の確立

　たかまつ創生総合戦略推進懇談会の意見

中小企業等の育成と振興

・多様な人材を受け入れるための中小企業に対する施策を講じる
・スタートアップ企業への支援や、創業後間もない企業のサポート人材や仕組みを更に充実する
・中小企業の人材確保策に係る支援を更に充実する

生産の振興

・農家の事業継承や新規就農支援を更に充実させる
・当地名物的な展開のため、特定業者のみだけでなく横展開を図る

生鮮食料品等流通の強化

・香川産の海の幸を活用した高松市主催の「料理教室」を開催する
・高松駅周辺に魚などの特産品を扱う場所を設ける

市民スポーツ活動の推進

・既存設備の集客の新たな施策の早期に実施する
・古くなったスポーツ施設を改修する

文化芸術活動の推進

・美術大学や音楽大学のサテライトキャンパスを誘致するなど、若い学生が、文化芸術に触れる場
 所をつくる

特産品の育成・振興とブランド力の向上

・香川産の海の幸を活用した高松市主催の「料理教室」を開催する（再掲）

トップスポーツの振興

・各スポーツのオフシーズンにイベントを企画する

ＭＩＣＥ（マイス）の誘致促進

・多くの社内発表会（インセンティブツアー）の誘致及び支援を行う

観光資源の活用と創出

・食のイベントなどにおいて、オリジナル性を発揮してリピート誘発を図る
・瀬戸内の島の観光資源を活用する
・高松まつりを更に充実させる
・歩行者との安全を確保するとともに、観光地（屋島、庵治等）の自転車向けの環境整備を行う
・高松港付近の美しい海の景色を活用し、高松駅から北浜アリー間の店舗を更に充実する

観光情報の効果的発信

・観光と商店街の買物で相乗効果を生む施策を講じる
・情報を受信する人を分類し、そのターゲットに合った媒体、見せ方を工夫する
・「エクスペリエンス高松」は外国人にも活用されており、一定の評価があることから、取組を継続する
・観光客の誘致により、更に高松市の魅力を発信する

中央商店街の活性化

・商店街を一つの大型商業施設と考え、テーマ（種類）により、再構築する計画を検討する
・「たまり場」スペースと、夜間の観光客ビジネスを充実させる
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【基本目標2】若者から選ばれるまちを創る

就業支援の推進

・学生と企業のミスマッチの解消
・企業と連携し高松市へのUターン施策を検討する

【基本目標5】持続可能なまちを創る

救急活動の推進

・救急車の適正利用とAED設置の普及を更に進める
・移住や観光推進のサポートとして、救急艇の充実の積極的なPR展開を行う

防災・減災対策の充実

・災害時において小中学校を地域の防災拠点として活用できるようにICTの整備を進める（再掲）

ごみの減量と再資源化の推進

・ごみの減量化や地球温暖化対策のための家庭での取組が重要

公園・緑地の整備

・子どもを安心して遊ばせられるよう、日陰のある公園を整備する

多核連携型コンパクト・エコシティの推進

・スマートシティの取組を、コンパクト・エコシティの推進につなげていく

公共交通の利便性の向上

・観光客と地元住民の双方が不便なく利用できる公共交通機関の整備が必要
・新しいモビリティの誘致を進める
・免許返納を機に仕事をやめる人もいることから、公共交通機関の利便性の向上が必要
・路線バスの路線図をわかりやすくする
・公共交通のルート検索などは、インターネットをうまく活用していけば効率的。ICTを活用した
 ツールのPRも重要

自転車の利用環境の向上

・レンタサイクルを更に充実させる
・歩行者との安全を確保するとともに、観光地（屋島、庵治等）の自転車向けの環境整備を行う（再掲）
・サイクリングのための整備を進める

中心市街地の活性化

・商店街におけるデータを活用した取組を加速化する

コミュニティ活動の支援

・必要なコミュニティ活動を活性化させる

ICT・データの活用

・スマートシティに係る施策は、行政だけでなく、企業等とも連携しながら最終的には企業等の民
 間が儲ける仕組みとしていく
・スマートシティの取組を、コンパクト・エコシティの推進につないげていく（再掲）

【基本目標3】子どもを生み育てやすいまちを創る

健やかな成長を促す学びへの支援

・郷土愛を育む
・こども未来館において、連続性のある企画で特定分野を掘り下げていくようなプログラムを実施
  する

【基本目標4】高齢者が健やかで心豊かに暮らせるまちを創る

ユニバーサルデザインの普及啓発

・市民一人一人がユニバーサルデザインを理解し、対象者に対して実践する取組を更に充実させる

地域包括ケアシステムの構築

・高齢者が運転免許を返納した後の公共交通機関が重要
・高齢者も含め多様なライフスタイルに合わせた取組が必要

男女共同参画の推進

・子育てにおいて父親に焦点を当てた施策を更に講じる
・男性が育児に参加する環境を整備する

学校教育環境の整備

・災害時において小中学校を地域の防災拠点として活用できるようにICTの整備を進める

選ばれる地域づくりの推進

・移住者の満足度を上げる取組が必要
・移住・定住施策は国の施策と連携する
・若者、富裕層などターゲットを細分化した取組を加速化する
・情報通信関連技術者を定住させる
・移住者が集まる仕事やエリアを形成していく
・高松市で育った人に対するUターン支援を強化する

多文化共生のまちづくり

・言葉より心が大事と考えるが、英語で話すことができない外国人の滞在も増えていていることか
 ら、様々な言語への対応も必要
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たかまつ創生総合戦略推進懇談会設置要綱

　（設置）
第１条　まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）第１０条第１項に規定す
　る市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）の推進に当た
　り、様々な立場の有識者から広く意見を聴取するため、たかまつ創生総合戦略推進
　懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。

　（意見聴取事項）
第２条　懇談会の意見聴取事項は、次のとおりとする。
　(１)　総合戦略及び地方人口ビジョンの策定及び改訂に関すること。
　(２)　総合戦略の推進及び効果の検証に関すること。
　(３)　その他必要な事項に関すること。

　（組織）
第３条　懇談会は、委員２５人以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
　(１)　学識経験者
　(２)　関係行政機関の職員
　(３)　前２号に掲げる者のほか、市政に関し見識を有する者

　（委員の任期）
第４条　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と
　する。
２　委員は、再任されることができる。

　（会長及び副会長）
第５条　懇談会に会長及び副会長をそれぞれ１人置く。
２　会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する委員をもって充てる。
３　会長は懇談会を代表し、会務を総理する。
４　副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職
　務を代理する。

　（会議）
第６条　懇談会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
２　懇談会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
３　会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことが
　できる。

　（庶務）
第７条　懇談会の庶務は、市民政策局政策課において行う。
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第８条　この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が懇
　談会に諮って定める。

　　　附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、平成２８年３月１５日から施行する。
　（招集の特例）
２　この要綱による最初の懇談会の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、市長
　が招集する。
　（最初に委嘱される委員の任期の特例）
３　この要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第４条第１項本文の規
　定にかかわらず、平成30年３月３１日までとする。
　　　附　則
　この要綱は、令和元年７月２２日から施行する。

たかまつ創生総合戦略推進懇談会　名簿（敬称略）

区　分

会　長

氏　名

佃　昌道

野田　法子

石田　雄士

岡﨑　美恵子

久保　孝年

粂井　弘之

桑島　文雄

杉　千佳子

對馬　敬生

徳倉　康之

中橋　恵美子

西森　夏樹

野﨑　千恵

三井　文博

山田　聖

井手下　慶博

役　職　等

高松大学・高松短期大学　学長

高松市婦人団体連絡協議会　会長

高松市コミュニティ協議会連合会　会長

公認会計士

四国経済産業局総務企画部総務課　課長補佐

株式会社四国新聞社　取締役編集局長兼論説委員長

公募委員

連合香川女性委員会　幹事

株式会社百十四銀行　地域創生部長兼ソリューション推進部長

NPO法人ファザーリング・ジャパン　理事

NPO法人わははネット　理事長

公募委員

高松商工会議所女性会　副会長

NPO法人アーキペラゴ　代表理事

公募委員

香川県政策部政策課　課長

副会長

委　員

オブザーバー
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日　時 話し合ったテーマ

１　私が○歳になる2040年の高松はどのようなまち？

２　（１を実現するために、）これから何をすればよいだろう？

令和元年

８月１０日（土）

会場

高松市役所

　若者の声を聴く場（ワークショップ）の開催結果

①　実施概要

グループ 人　数

３人中学生

38人高校生

4人大学生

4人社会人（子育て世代）

②　参加者　４９人

・独創的なイベントの開催や、高松に来たくなる観光名所・シンボルとなるスポット、名産品を
　増やすことで、人を呼びこむ
・事業への寄付金を集める
・商店街活性化のため、空き店舗を活用する
・安心して子育てができるように金銭的援助を充実させる
・子どもとの遊び場として、近隣自治体の施設等を活用する
・近隣自治体への施設等を利用しやすくするための交通アクセスの向上を図る
・親と子どもが一緒に公共交通機関を利用しやすくする取組を実施
・高齢者による事故を減らすための援助を行う

③　主な意見

　「第２期たかまつ創生総合戦略」を策定するに当たり、次代を担う若者の声を反映させ

るため、若者によるワークショップを行いました。

　ワークショップでは、次のテーマで自由に活発な意見交換を行いました。

※「たかまつ政策プランコンテスト2019」キックオフにて実施

第2期たかまつ創生総合戦略
～みんながつながるコンパクトでスマートなまちへの進化～

編集・発行　高松市市民政策局政策課

〒760－8571　高松市番町一丁目8番15号

電話 087－839－2135　FAX 087－839－2125

ホームページアドレス　https://www.city.takamatsu.kagawa.jp


